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天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本会は、水防法（昭和24年法律第193号）第15条の９及び河川法（昭和39 年法律第 

167 号）第51 条の２の規定に基づき組織することとし、「天神川水系大規模氾濫時の減災

対策協議会」（以下「協議会」という。）と称する。 

※この協議会で対象とする天神川水系とは、一級水系天神川のうち、天神川、小鴨川、国府川、三徳川の直轄管理区間、

対象とするダムは中津ダムを示す。 

 

（目的） 

第２条 天神川水系における堤防の決壊や越水等に伴う大規模な浸水被害に備え、隣接する

市町や県、国等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策やソフト対

策、事前放流の取組を一体的かつ計画的に推進し、社会全体で洪水に備える「水防災意

識社会」の再構築及びダムによる治水対策の取組の継続・推進を図ることを目的とす

る。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

２ 洪水の浸水想定等の水害リスク情報と、現状の減災に係る取組状況等の共有 

３ 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排除を実現するため

に各機関がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地域の取組方針」の作成・

共有 

４ 「地域の取組方針」に基づく対策の実施状況のフォローアップ 

５ ダムの事前放流を実施するために必要な協議 

６ その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項 

 

（協議会） 

第４条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。ただし、必要に応じ委員を追加

することができる。 

２ 協議会は、第１項によるもののほか、必要に応じて委員以外の者の出席を要請し、意見

を聴くことができる。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会の下に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる委員をもって構成する。ただし、必要に応じ委員を追加する
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ことができる。 

３ 幹事会は、第２項によるもののほか、必要に応じて委員以外の者の出席を要請し、意見

を聴くことができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によって

は、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより、公開と見な

す。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個

人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しな

いものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、

公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、中国地方整備局倉吉河川国道事務所及び鳥取県県土整備部河川港湾局河川課

が共同で行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、協議会

で定めるものとする。 

（附則） 本規約は、平成２８年７月１２日から施行する。（第１回協議会の日） 

     本規約は、平成３０年２月８日 一部改正   （第４回協議会の日） 

     本規約は、平成３０年５月１４日 一部改正   （第５回協議会の日） 

     本規約は、令和 ２年６月３日 一部改正（第８回協議会の日） 

     本規約は、令和 ３年５月２８日 一部改訂（第９回協議会の日） 

     本規約は、令和 ５年５月２９日 一部改訂（第１１回協議会の日） 

     本規約は、令和 ６年３月２２日 一部改訂（第１２回協議会の日） 

     本規約は、令和 ６年６月  日 一部改訂（第１３回協議会の日）案 
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別表１ 

 

天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 委員 

 

（委員）    倉吉市長 

三朝町長 

湯梨浜町長 

琴浦町長 

北栄町長 

鳥取県 危機管理部長 

鳥取県 企業局長 

鳥取県 県土整備部長 

鳥取県 中部総合事務所 県土整備局長 

鳥取中部ふるさと広域連合 消防局長 

気象庁 鳥取地方気象台長 

国土交通省 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長 

 

 

（事務局）   鳥取県 県土整備部 河川港湾局 河川課 

国土交通省 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所 
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別表２ 

 

天神川水系大規模氾濫時の減災対策幹事会  委員 

 

（委員）    倉吉市 総務部長兼防災調整監 

三朝町 総務課 参事兼危機管理局長 

湯梨浜町 総務課 防災担当参事 

琴浦町 危機管理監 

北栄町 総務課長 

鳥取県 危機管理部 次長兼危機管理政策課長 

鳥取県 企業局 工務課長 

鳥取県 県土整備部 河川港湾局長 

鳥取県 中部総合事務所 県土整備局 副局長兼計画調査課長 

鳥取県 中部総合事務所 県土整備局 河川砂防課長 

鳥取中部ふるさと広域連合 消防局 警防課長 

気象庁 鳥取地方気象台 防災管理官 

国土交通省 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所 河川副所長 

国土交通省 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所 道路副所長 

 

（事務局）  鳥取県県土整備部 河川港湾局 河川課 

国土交通省中国地方整備局 倉吉河川国道事務所 
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「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく 

天神川流域の減災に係る取組方針 
 

 

【見直し】（改正案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月  日 

天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

倉吉市、北栄町、湯梨浜町、三朝町、琴浦町、鳥取県、 

鳥取中部ふるさと広域連合、鳥取地方気象台、 

国土交通省中国地方整備局 
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１．はじめに 

 

河川の整備は、河川整備基本方針に基づき、河川整備計画において段階的な

目標とする流量を設定し、その規模の洪水を計画高水位以下で安全に流すこと

により、人命・資産を守る観点から被害を防止することを基本として、堤防や

ダム等の整備に取り組んできた。一方で、降雨の激甚化・集中化により、施設

の能力を大きく超える洪水が多発しており、整備途上の状況、あるいは整備後

の状況であっても被害を軽減する対策を講ずる必要性が増大してきた。 

 

平成２７年９月関東・東北豪雨災害により、国土交通大臣から社会資本整備

審議会会長に対して、「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方に

ついて」が諮問され、「社会資本整備審議会河川分科会大規模氾濫に対する減

災のための治水対策検討小委員会」（以下、「委員会」と言う。）が設置され

た。 

 

天神川流域においては、委員会の答申を踏まえ、「水防災意識社会」の再構

築に向けた取組として、地域住民の安全・安心を担う沿川の４市町（倉吉市、

北栄町、湯梨浜町、三朝町）、鳥取県、鳥取地方気象台、中国地方整備局で構

成される「天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」（以下「本協議会」と

いう。）を平成２８年７月１２日に設立し、減災のための目標を共有し、ハー

ド・ソフト対策を一体的・計画的に推進することとした。 

 

また、平成３０年３月２３日に鳥取県中部圏域の広域的な取組を視野に琴浦

町、鳥取中部ふるさと広域連合を新たな構成員に加えた。 

 

今後、本協議会は、水防法等の一部改正や緊急行動計画を踏まえ、関係機関

と緊密に連携し各種取組を緊急的かつ強力に推進することで「水防災意識社会」

の一刻も早い再構築を目指すものである。 

 

天神川流域は過去から現在に至るまで、鳥取県中部圏域の政治、文化、経済

の中心地として発展してきたが、全国でも稀にみる急流河川であり、流域の形

状から流水の流出が早く、また、倉吉市の中心市街地は、ほぼ同じ流域面積を

持つ本川天神川と支川小鴨川に囲まれる地域であるため、両流域の氾濫の影響

を受け、一度氾濫が起これば浸水面積や浸水深など、その被害は甚大となると

ともに、地域によっては浸水の継続時間も長期にわたることが想定される。 

また、天神川下流部、国府川下流部が氾濫すると、由良川及び橋津川（東郷

池）流域に氾濫流が流れ込むため、これら河川の周辺が広く浸水するとともに、

特に、天神川左岸側の由良川流域は浸水の継続時間が長期にわたることが想定

される。 
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近代における天神川の治水事業は、昭和９年９月の室戸台風による大水害を

直接的契機として開始され、室戸台風の実績流量を約３,５００ｍ３/ｓ（小鴨川

合流後の小田地点）として、無堤地区における堤防の整備、既存堤防の拡幅や

嵩上げ、流水の流れる断面を増加させるための河床掘削、急流河川特有の強大

な流水の作用から堤防を保護するための護岸工事や洗掘対策工事等を実施して

きた。また、平成２２年３月には「天神川水系河川整備計画」を策定し、戦後

最大洪水である昭和３４年９月伊勢湾台風洪水（小田地点：約２,２００ｍ３/ｓ）

が再び発生した場合でも、計画高水位以下で安全に流すことを目標として、河

川改修事業を推進してきたところである。 

しかしながら、現在の整備水準を上回るような洪水が発生した場合には、大

規模氾濫が発生する危険性は否めないところである。また、急流河川であるこ

とから、水位が低い状態のときでも、激しい流れによる河床洗掘で堤防や護岸

が崩壊する可能性が高い箇所等があり、倉吉市街地等の平地の置かれている現

状を考えれば、被害は深刻なものになると予想される。 

 

本協議会では、こうした天神川流域の氾濫特性及び治水事業の現状を踏まえ、

令和２年度までに、円滑かつ迅速な避難、効果的な水防活動、長期化する浸水

を一日も早く解消するための排水対策等、大規模氾濫時の減災対策として、各

構成機関が一体的・計画的に取り組む事項について検討を進め、今般、その結

果を「天神川流域の減災に係る取組方針」（以下「取組方針」という。）とし

てとりまとめ、取り組みを推進してきた。 

令和３年度を迎えるにあたり、本協議会では、令和２年度までの取組方針に

引き続き、令和７年度までの「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を

目指した減災対策として、各構成機関が一体的・計画的に取り組む事項につい

て検討を進め、今般、二期目の「天神川流域の減災に係る取組方針」としてと

りまとめたところである。 

 

協議会は、今後、毎年出水期前に関係機関が一堂に会し、進捗状況を共有す

るとともに、必要に応じて取組方針の見直しを行うなどのフォローアップを行

い、水防災意識を高めていくこととしている。 

 

なお、本取組方針は本協議会規約第３条に基づき作成したものである。 
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２.本協議会の構成員 
 
本協議会の構成員とそれぞれの構成員が所属する機関（以下、「構成機関」

という。） は以下のとおりである。 
 
 

構成機関 構成員 

倉 吉 市 市長 

北 栄 町 町長 

湯 梨 浜 町 町長 

三 朝 町 町長 

琴 浦 町 町長 

鳥 取  県 危機管理部長 

〃 企業局長 

〃 県土整備部長 

〃 中部県土整備局長 

鳥取中部ふるさと広域連合 消防局長 

気  象  庁 鳥取地方気象台長 

国土交通省中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長 

 
 

-9-



5  

３．天神川流域の概要と主な課題 

 

（１）天神川流域の地形的な特徴と氾濫特性 

 

天神川は、東西に延びた菱形のような形状をしており各河川の幹川流路延長

は短く、他の河川に比べて急流河川であるため、洪水の流出が早い。 

天神川の氾濫域には、鳥取県の中央に位置し、鳥取県中部における社会、経

済の中心となっている倉吉市の市街地があり、同様に北栄町、湯梨浜町、三朝

町の役場などの地域における重要な公共施設のほとんども氾濫域に存在する。 

特に、ほぼ同じ流域面積を持つ本川天神川と支川小鴨川が合流する上流に位

置する倉吉市街地は、多くの人口、資産、行政・医療機関といった重要な公共

施設が集中して存在し、その想定浸水深は大部分が３ｍ以上と深く、家屋倒壊

等氾濫想定区域が広く分布し、想定浸水時間は１日以上の区域が半数程度存在

し、甚大な被害となることが想定されるほか、両流域の氾濫の影響を受ける地

区となっている。 

合流点とその下流の倉吉市街地は、人口、資産が集中し、ＪＲ倉吉駅がある

地域であるが、大雨が降ると流出が重なり、ピーク時の流量が大きな値となる

とともに急激な水位上昇が懸念されるため、氾濫した場合避難時間が短くなる。 

天神川下流部、国府川下流部は、氾濫すると、由良川及び橋津川（東郷池）

流域に氾濫流が流れ込むため、これら河川の周辺が広く浸水するとともに、特

に、天神川左岸側の由良川流域は浸水の継続時間が長期にわたる。 

一方、天神川・小鴨川・国府川上流域は、急流河川であることから、激しい

流れにより河床や河岸が洗掘され、堤防や護岸の崩壊による氾濫や河岸の侵食

による家屋被害も懸念される。 

 

 

（２）過去の洪水による被害状況 

 

○昭和９年９月室戸台風洪水 

天神川流域において観測史上最大流量を記録した洪水であり、小鴨川の堤防

が多くの箇所で決壊し、氾濫した濁流は「一朝にして当時の小鴨村、倉吉町は

石河原と化し一面の泥海に変じた」と言われている。死者３１名、家屋全半壊

２８４戸、浸水家屋６，９６０戸の被害が発生した。 

国府川の破堤・越水、天神川下流部左右岸の破堤により、由良川及び橋津

川（東郷池）流域に氾濫流が流れ込み浸水が発生している。 

 

○昭和３４年９月伊勢湾台風洪水 

天神川流域において戦後最大流量を観測した洪水であり、小鴨川筋の生竹、

関金地区等の未改修区間で被害があり、多くの橋梁（当時は木橋が大半）を流
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失させた。この洪水による被害家屋は１３５戸であった。 

なお、この洪水で天神川本川及び小鴨川において堤防が決壊しており、これ

は戦後、直轄管理区間内で発生した最後の堤防決壊被害である。 

 

○平成１０年１０月台風１０号洪水 

伊勢湾台風に次ぐ戦後第２位の洪水であり、倉吉市堺町地区や清谷地区で

内水による被害が発生し、この洪水で家屋全半壊３戸、浸水家屋５０戸の被

害が発生した。 

 

○平成３０年９月台風２４号洪水 

  戦後第４位の洪水であり、天神川の小田観測所においては、避難判断水位

を超え最高水位６．３３mを記録し既往最高水位を更新した。天神川水系内では

大きな被害はなかったが、中部圏域の他河川では浸水被害も生じた。 

 

 

（３）天神川の現状と課題 

 

昭和９年９月室戸台風洪水を契機として、無堤地区における堤防の整備、既

存堤防の拡幅や嵩上げ、流水の流れる断面を増加させるための河床掘削、急流

河川特有の強大な流水の作用から堤防を保護するための護岸工事や洗掘対策工

事等を実施してきた。 

 

こうした天神川流域の地形的な特徴と過去の水害及び想定最大規模降雨にお

ける洪水浸水想定区域等を踏まえた主な課題は、以下のとおりである。 

 

○防災意識の向上 

近年堤防が決壊するような大きな水害を経験していないことから、地域住

民の水災害に対する防災意識の低下が懸念される。現状は計画堤防高に満た

ない堤防や質的整備が完了していない堤防があり、現在の整備水準を上回る

洪水に対して浸水被害が懸念され、広範囲におよぶ浸水範囲が想定されてい

る。そのため、迅速かつ的確な避難行動のために想定される浸水リスクを住

民に周知する必要がある。 

 

○迅速な避難行動の確保 

想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の公表等に伴い、浸水深が深

く垂直避難が困難な地区、浸水時間が長い地区、家屋倒壊等氾濫想定区域が

広い範囲で分布することが明らかになり、また、土砂災害警戒区域が浸水想

定区域の山側に分布しており、既存の避難所等の適否、避難経路の設定をす

る必要が生じている。そのため、洪水の流出が早いこと、想定最大規模降雨
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の洪水浸水想定区域図、土砂災害警戒区域、避難に要する時間、避難経路等

を踏まえ、必要に応じ広域的な避難について議論を進め、切迫した災害の危

険から命を守るために避難する場所である指定緊急避難場所、災害により住

宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする場所である指定避難所、

避難経路について検討をすすめ、各市町が作成したハザードマップを住民に

周知していく必要がある。 

 

○効率的・効果的な水防活動 

急流河川であるという特徴から、洗掘を受けやすく澪筋が変化し、侵食に

よる堤防決壊の可能性がある。また、短時間の水位上昇量が大きいため、水

防活動による避難時間の確保が重要となる。そのため、天神川の特徴を踏ま

えた効果的な水防活動を実施するための訓練等が必要である。 

 

○排水活動 

天神川の氾濫により、倉吉市街地、北条・羽合両平野等の低平地では、広

範囲にわたり長期間の浸水が発生することが懸念されることから、大規模水

害を想定し作成した排水計画を基に訓練を行い作業員の習熟を図る必要があ

る。 

 

以上の課題を踏まえ、天神川流域の大規模水害に備え、具体的な取組を実施

することにより、「水防災意識社会」の再構築をめざすものである。 
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４．現状の取組状況 

天神川水系における減災対策について、各構成機関で現状を確認し、課題の

抽出を行った。 

各構成機関が現在実施している主な減災に係る取組と課題は、以下のとおり
である。 

（別紙－１参照） 

 
（１）情報伝達、避難計画等に関する事項 

※現状：○ 課題：●（以下同様） 

項目 現状と課題  

想定される浸水リスク

の地域住民への周知 

○天神川、小鴨川、国府川、三徳川において、想定最大規模降雨におけ

る洪水浸水想定区域を倉吉河川国道事務所のＷＥＢサイト等で公表し

ている。 

○計画規模のハザードマップ（HM）は全戸配布して周知している。市町

のホームページ等でも公表している。 

○県管理区間や天神川の氾濫に関係する２級河川での想定最大規模降雨

の洪水浸水想定区域を公表している。 

 

 

●想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図等が浸水リスクとして

認識されていない。 
A 

●想定最大規模降雨でのHMを公表する際は、避難計画もあわせて住民へ

提示する必要がある。 
B 

●堤防決壊や浸水被害のイメージがわきにくい。 D 

●HM の認知度など、住民の防災意識が把握できていない。 E 

洪水時における河川管

理者からの情報提供等

の内容及びタイミング 

○河川水位に応じて、水防に関する「水防警報」や避難等に資する「洪

水予報」（国交省・気象庁共同発表）を自治体向けに通知していると

ともに、報道機関を通じて「洪水予報」については一般に周知してい

る。 

 

○堤防決壊の恐れがある場合には、倉吉河川国道事務所長から関係自治

体首長に対して情報伝達（ホットライン）することとしている。 
 

●洪水予報等の防災情報の意味が住民に理解されず、防災情報に対して

その時点での切迫性や住民のとるべき行動につながらない恐れがあ

る。 

F 

●一般住民へ確実に情報を伝える必要がある。 G 

●避難行動につながる夜間のカメラ映像の提供を検討する必要がある。 H 
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項目 現状と課題  

関係機関の情報共有 

○水防団等の巡視班が現場の災害状況を各市町へ連絡している。  

●住民から災害状況を収集できていない。 I 

●現場の災害状況を関係機関で共有できていない。 J 

避難指示等の発令基準 

○鳥取県の発令基準に準拠しており、氾濫注意情報で高齢者等避難発

令、氾濫警戒情報で避難指示発令とし、地域防災計画に記載してい

る。 

○多機関連携型タイムラインを作成しており、運用後の振り返り及び見

直しを実施している。 

 

●計画規模降雨から想定最大規模降雨の避難計画をどのように繋いでい

くのか検討が必要である。 
L 

●事前に想定最大規模降雨と判断できるような情報が必要である。 M 

●避難指示等の発令基準が、国の指針と鳥取県では異なっている。 N 

●悪天候や、深夜などの避難は、危険が伴うことから、これらの危険性

を考慮し、避難指示等を発令する必要がある。 
0 

避難場所※1、避難所※2、

避難経路 

○避難所として公共施設等を指定し、水害ハザードマップ、HP、広報誌

等で周知している。 
 

○自主防災組織がマイハザードマップ等を作成して、避難経路等を住民

が設定する取り組みを進めている。 
 

●避難場所と避難所を分けて考える必要がある。 P 

●避難場所・避難所の選定には、土砂災害も考慮する必要がある。 Q 

●想定最大規模降雨の浸水範囲において避難場所・避難所の確保が難し

い状況にある。 
R 

●想定最大規模降雨に伴う広域避難計画（避難指示等の判断含む）につ

いて、市町村単独で検討を行うことは困難。又、どのような時に広域

避難を行うのか判断基準がない。 

S 

●いざという時に避難路が浸水しているなど、適切に行動できないこと

が懸念される。 
T 

 ※１ 避難場所：災害対策基本法第 49 条の４（同施行令第 20 条の３）に規定する施設又は場所 

 ※２ 避難所：災害対策基本法第 49 条の７（同施行令 20 条の６）に規定する施設 
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項目 現状と課題  

住民等への情報伝達の体

制や方法 

○戸別受信機や屋外スピーカーを設置し防災無線にて情報等を発信して

いる。 
 

○河川水位の動向に応じて、水防に関する「水防警報」や避難等に資す

る「洪水予報」（国交省・気象庁共同発表）を自治体向けに通知して

いるとともに、報道機関を通じて「洪水予報」については一般に周知

している。（再掲） 

 

●避難指示等の発令が住民の避難行動に結びついておらず、住民が防災

情報をもとに自ら判断し行う準備行動や避難行動を啓発するための防

災知識の普及が不十分である。 

U 

●洪水予報等の防災情報の意味が住民に理解されず、防災情報に対して

その時点での切迫性や住民のとるべき行動につながらない恐れがあ

る。（再掲） 

F 

●一般住民へ確実に情報を伝える必要がある。（再掲） G 

●避難情報について、外国人を対象とした多言語化への対応や、聴覚障

がい者等への対応がされていない。 
V 

避難誘導体制 

○市職員、消防団員と兼務する水防団員が避難誘導を実施している。  

○要配慮者の避難誘導は自主防災組織（自治会等）に依頼している。  

○要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成及び訓

練を実施することとなっている。 
 

●夜間、荒天時においては、安全な避難を可能とする体制が不十分であ

る。 
W 

●避難場所と避難所を分けて考える必要がある。（再掲） P 

●自主防災組織（自治会等）への情報提供について現状と課題把握を行

うとともに、それらを踏まえた避難誘導体制を確立する必要がある。 
X 

●要配慮者利用施設等の避難確保計画の現状と課題把握を行うととも

に、それらを踏まえた避難誘導体制を確立する必要がある。 
Y 

防災教育 

○要請があった学校で出前講座等を適宜実施している。  

●自治体職員は河川の専門家ではないため、河川についての説明能力向

上のための取り組みが必要である。 
Z 

●小中学校での防災教育がカリキュラム化されているが、継続して取組

が必要である。 
AA 

●自主防災組織（自治会等）等の防災意識が向上する取組が必要であ

る。 
AB 

（２）水防に関する事項 
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項目 現状と課題  

河川水位等に係る情報提

供 

○倉吉河川国道事務所が基準水位観測所の水位の動向に即して「水防警

報」を発した場合は、鳥取県に通知しており、県は水防管理者に通知

している。 

 

○水防活動の際の様々な判断をするため、現場で水位情報を入手する手

段として「川の防災情報」のURLや QRコードを、水防連絡会等で周知

している。 

 

●水防団は、水防活動を行うために、どのような情報が必要か把握でき

ていない。 
AC 

●水防活動の際の様々な判断をするため、現場で水位情報を入手する手

段として「川の防災情報」の URL や QR コードを、水防連絡会等で周

知しているが、水防団の水防活動に十分に活かせていない。 

AD 

河川の巡視区間 

○消防団員と兼任する水防団員が各々の管轄区域内の巡視を行ってい

る。 

○優先的に水防活動すべき重要水防箇所等、洪水に対しリスクの高い箇

所について、水防連絡会等で周知している。 

○夜間監視できる性能の CCTV カメラは整備中である。 

 

 

●夜間、荒天時においては、危険で水防団が河川に近づくことが難し

い。 
AE 

●効率的・効果的な巡視を実施するためには、重点的に巡視すべき箇所

のデータが不足している。 
AG 

水防訓練 

○国、県、市で水防訓練を実施している。   

○河川防災ステーションを水防訓練場所として活用している。  

● 水防活動を担う水防団員は、水防活動に関する専門的な知見等を習

得する機会が少なく、的確な水防活動ができないことが懸念される。 
AH 

水防資機材の整備状況 

○国、県、各市町で土のう袋やシート等を水防倉庫などに備蓄してい

る。 

○河川防災ステーションに、水防資機材等を備蓄している。 

 

 

●資機材の備蓄量の決め方など目安となるものがない。 AI 

●資機材確保のため、費用面に課題がある。 AJ 

市庁舎、災害拠点病院等

の水害時における対応 

○堤防が決壊した場合の想定浸水深等について、事前の確認が十分に出

来ていない施設がある。 
 

● 想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図を踏まえ、現況施設の

評価を行い、必要に応じ、対策について検討する必要がある。 
AK 
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（３）氾濫水の排水、施設運用に関する事項 
 

項目 現状と課題  

排水施設、排水資機材の
操作・運用 

○排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器は平常時から定期的な

保守点検を行うとともに、機材を扱う職員等への教育体制も確保し、

常時、災害発生による出動体制を確保している。 

 

●想定最大規模降雨による浸水に対する排水ポンプ車の排水作業準備計

画に基づく訓練の実施が必要。 
AL 

 

 

（４）河川管理施設の整備に関する事項 

項目 現状と課題  

洪水を安全に流すための
ハード対策の推進 

○河川整備計画に基づき、堤防高及び堤防断面が不足する区間の整備を

行っている。 
 

●昭和３４年９月洪水と同規模の洪水で、家屋浸水などの被害が発生す

る恐れがある。 
AM 
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５．減災のための目標 

 

本協議会で概ね５年（令和７年度まで）で達成すべき減災目標は以下のと

おりである。 
 

【５年間で達成すべき目標】 
 
 

急激な水位上昇を伴う洪水、浸水が広範囲となり長期化

する氾濫特性を踏まえ、天神川では大規模水害に対し、ハ

ード･ソフト対策を推進して「逃げ遅れゼロ」「社会経済被

害の最小化」を目指す。 
 

 

※大規模水害     ・・・ 想定最大規模降雨における洪水氾濫による被害 

※逃げ遅れ      ・・・ 立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態 

※社会経済被害の最小化・・・ 大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に再開できる状態 
 

 

また、上記目標達成に向け以下の取組を実施。 

 

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

②急流河川の地域特性に応じた効率的、効果的な水防活動 

③長期化する浸水を一日も早く解消するための排水活動等の取組 
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６．概ね５年で実施する取組 

 

氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意

識社会」を再構築することを目的に、各構成機関が取り組む主な取組項目・目

標時期については、以下のとおりである。 

 

・天神川は急流河川であり、堤防や護岸が被災しやすいこと、流水の流出が早

いことなどの流域特性や、ひとたび氾濫が起こると広範囲かつ長期間浸水が継

続するという水害リスクを住民や自主防災組織（自治会等）など広く一般に周

知するため、小中学校などと連携した天神川水系の特徴を踏まえた水害（防災）

教育の拡充、自主防災組織（自治会等）を対象とした防災知識の普及及び防災

マップ、マイ・タイムラインの作成支援について拡充を図る。（継続実施） 

 

・市町の行政界を跨ぐ広域的な避難の検討及び必要に応じて関係行政機関との

協議調整を図る（継続実施）。 

 

・水防活動の効率化や水防体制の強化のため、洪水に対しリスクの高い区間に

ついて、水防団等との合同点検（継続実施）、水防技術講習会・関係機関が連

携した実践的な総合水防訓練（継続実施）を実施する。 

 

・社会経済活動の早期再開、国道や鉄道網途絶の影響を最小限にするととも

に長期化する浸水を１日でも早く解消するため、排水手法の検討を行い大規模

水害を想定した排水作業準備計画を基に訓練を行い作業員の習熟を図る(継続実

施)。 

 

なお、各構成機関が取り組む主な取組項目・目標時期・取組機関については、

以下のとおりである。（別紙２-１、２-２参照） 

ただし、協議会全体の取組については、琴浦町は必要に応じて実施するものと

する。 
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（１）逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 
 

主な取組項目 
目標時期 

（年度） 
取組機関 

■ 洪水を安全に流すためのハード対策の推進 
  

・堤防の浸透対策、パイピング対策を実施 
AM, 

 緊 23 
R7 中国地整 

・流下能力対策を推進 
AM, 

 緊 23 
R7 中国地整 

■ 危機管理型ハード対策の推進   

・堤防天端の保護を目的とした舗装の実施 
AM, 緊

13,緊 25 

H28～ 

継続実施 
鳥取県 

■ 避難行動に資する基盤等の整備   

・洪水に対しリスクの高い箇所を監視する危機管理型

水位計等の整備 

F,G,H,V,A

E, AF, 

 緊 12 

H28～ 

継続実施 
鳥取県、中国地整 

・避難の目安となる目標物等のリアルタイム映像（河

川監視用カメラ）の提供設備の整備及び夜間監視のた

めの検討 

F,G,H,V, 
緊 12 

H28～ 

継続実施 
鳥取県、中国地整 

・浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等に関

する情報を共有し、各施設管理者等に対する洪水時の

情報伝達体制・方法について検討 

緊 19 
H28～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町、 

鳥取県、中国地整 

 
・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図に基づく行政

機関の災害対策本部や災害拠点病院等の機能確保対策

（耐水化、非常用電源等）の検討 

AK, 

緊 20 

H28～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町、 

鳥取県、中国地整 

 

・避難場所・避難所の確保及び関係防災施設の整備につ

いての検討・調査 

P,Q,R, 

S,T, 

緊 6 

H28～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町、

琴浦町、 

鳥取県、中国地整 

■ 想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザ

ードマップの作成・周知等 

  

・天神川直轄管理区間、県管理区間及び天神川氾濫に

関係する２級河川における想定最大規模降雨におけ

る洪水浸水想定区域図、新たに設定された家屋倒壊

等氾濫想定区域、土砂災害警戒区域等に基づく避難

場所、避難所、避難経路の設定及び避難計画の見直

し。当該市町村内の避難場所だけで避難者を収容で

きない場合等においては、協議会の場等を活用し

て、隣接市町村等における避難場所の設定や洪水時

の連絡体制等について検討・調整を実施 

B,P,Q

,R,S,

T, 

緊 6 

H28～ 

継続実施 
協議会全体 

・必要に応じ広域的な避難の検討及び関係行政機関と

の協議・調整を図り、水害ハザードマップへ反映 

L,M, 

緊

6,9 

H28～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町 

琴浦町、鳥取県、

中国地整 
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・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図に基づく水

害ハザードマップを作成し、洪水浸水想定区域内の

各戸・自主防災組織への配布やまるごとまちごとハ

ザードマップによる災害リスクの現地表示の実施 

A,B,C

,E, 

緊 9 

H28～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町 

・水害ハザードマップの作成・改良後は、国において

速やかに国土交通省ハザードマップポータルサイト

へ登録し、住民等へ広く周知 

緊 9 順次実施 中国地整 

■ 避難の円滑化・迅速化を図るための取り組み   

・出水期前にホットラインの構築状況、タイミングを

確認 
F 

H28～ 

定期的に実施 
協議会全体 

・多機関連携型タイムラインの運用及び訓練や出水期

明けの振り返り検討会を踏まえた見直し 

K,N, 

緊 3 

R2～ 

継続実施 
協議会全体 

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成の促進・避

難訓練の実施 

W,X,Y

,緊 7 

H28～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町

鳥取県 

・夜間、荒天時の避難指示等の発令基準の作成・避難

誘導体制の検討 
O,W 

H28～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町 

・必要に応じ広域的な避難の検討及び関係行政機関と

の協議・調整を図り、水害ハザードマップへ反映

（再掲） 

L,M, 

緊

6,9 

H28～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町 

琴浦町、鳥取県、

中国地整 

・水害ハザードマップの作成、周知及び訓練等への活

用に関する優良事例を収集し、「水害ハザードマッ

プ作成手引き」を充実し市町へ提供 

緊 9 
H30～ 

継続実施 
中国地整 

・水害ハザードマップを活用した訓練の実施やマイ・

タイムラインの作成促進 
緊 9 

H30～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町 

・避難所開設等災害対応人員の確保 W 
H28～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町 

・ダム事前放流の実施 緊 R2～ 鳥取県企業局 

・民間企業による水害対応版ＢＣＰ策定を促進するため

の支援 
緊 R3～ 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町 

鳥取県、中国地整 

■ 市長・町長に対し助言を行う者の育成及び派遣   

・市長・町長に対し助言を行う者の育成及び派遣 Z 
H28～定期

的に実施 
協議会全体 

・河川防災担当職員を対象とした研修の実施 Z 
H28～定期

的に実施 
協議会全体 

・災害対応の初動対応から復旧に至るまで総合的にマ

ネジメントできる人材育成のために、研修・訓練等

へ参加 

緊 32 
H30～ 

継続実施 
協議会全体 
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■ 防災教育（学習）や防災知識の普及   

・天神川水系の特徴を踏まえた水害（防災）教育の拡

充のために、教育関係者等と連携して作成した指導

計画及び地域の特性を踏まえて作成した教材を活用

した支援を実施 

U,AA, 

緊 11 

H28～ 

継続実施  
協議会全体 

・自主防災組織（自治会等）を対象とした防災知識の

普及及び防災マップの作成支援の拡充、ダムや堤防

等の施設の機能等に関する住民への説明会や情報提

供を定期的に実施 

X,AB 
H28～ 

継続実施 
協議会全体 

・学校教育関係者向け研修や講座等の開催及び講師等

の派遣 
U,AA 

H29～定期

的に実施 
協議会全体 

・河川防災に関わる市町の防災担当者向けの説明会の

開催 
Z 

H28～ 

継続実施 

鳥取県、 

気象台、中国地整 

■ 避難を促す状況情報の提供   

・「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放

送、水害リスクラインの活用促進のための周知 

F,G,H

,V 

H28～ 

継続実施 
中国地整 

・避難の目安となる目標物やリアルタイム映像の配

信・共有 

F,G,H,

V 
H28～ 

継続実施 
中国地整 

・自主防災組織（自治会等）への情報提供の現状と課

題把握を踏まえた災害時の情報収集方法等の周知 
F,G,X 

H28～ 

継続実施 
協議会全体 

・スマートフォン等へのプッシュ型の洪水情報発信や

SNS、QR コード等を活用したより分かりやすい防災

情報の提供 

F,G,H

, 緊 5 

H29～ 

継続実施 
協議会全体 
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（２）急流河川の地域特性に応じた効率的・効果的な水防活動 
 

主な取組項目 
目標時期 

（年度） 
取組機関 

■ 水防活動に資する基盤等の整備 
  

・河川のリアルタイム映像（河川監視用カメラ）の配

信、共有（行政向け） 

AE,AF, 

緊 12 

H29～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町、 

鳥取県、中国地整 

■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化 
  

・水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参画を促す

ための具体的な広報の進め方について検討 
緊 16 

H30～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町、

琴浦町、鳥取県、中

国地整 

・洪水に対しリスクが高い区間（重要水防箇所等）につ

いて、水防団や自主防災組織（自治会等）が参加した

合同点検 

AC,AD, 

AG,  

緊 15 

H28～ 

定期的 

に実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町 

中国地整、 

・水防技術講習会、関係機関や住民等が連携した実践的

な総合水防訓練 

AC,AD, 

AH, 

 緊 17 

H28～ 

定期的 

に実施 

協議会全体 

・備蓄水防資機材の情報の共有、非常時の相互支援方法

の確認 

AI,AJ, 

緊 21 

H28～ 

定期的 

に実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町、

琴浦町、鳥取県、中

国地整 

・大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水防活動

が実施できるよう関係者の協力内容等について検討・

調整 

緊 18 
H30～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町、

琴浦町、鳥取県、中

国地整 

・災害発生時に被災状況や TEC-FORCE 等による支援活動

を情報提供し、地方公共団体間の相互支援を促し、災

害対応力の向上を図る 

緊 32 
H30～ 

継続実施 
中国地整 
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（３）長期化する浸水を一日も早く解消するための排水活動等の取組 
 

主な取組項目 
目標時期 

（年度） 
取組機関 

■  排水作業準備計画の作成及び排水訓練の実施   

・排水作業準備計画に基づいたシミュレーション

（机上訓練、実地訓練等）の実施 
AL 

H31～ 
定期的に
実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町 

鳥取県、中国地整 

・災害対応の初動対応から復旧に至るまで総合的に

マネジメントできる人材育成のために、研修・訓

練等へ参加（再掲） 

緊 32 
H30～ 

継続実施 
協議会全体 

■  排水活動に資する施設等の整備 
  

・効果的・効率的な排水施設、釜場等の（施設）整

備 
AK,AL 

H31～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝町 

鳥取県、中国地整 

・各施設管理者において施設の増強や耐水化等の対

策の実施 
緊 21 

H31～ 

継続実施 

倉吉市、北栄町、 

湯梨浜町、三朝

町、鳥取県、中国

地整 

・津波浸水リスクの高い地域等において、水門等の

自動化・遠隔操作化を優先的に整備する対象施設

を抽出し、順次整備を実施 

緊 27 
H29～ 

継続実施 
中国地整 

■  減災・防災に関する国の支援   

・災害発生時に被災状況や TEC-FORCE 等による支援活

動を情報提供し、地方公共団体間の相互支援を促

し、災害対応力の向上を図る（再掲） 

緊 32 
H30～ 

継続実施 
中国地整 
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７．フォローアップ 

 

各構成機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災

計画等に反映することによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取

り組むこととする。なお、取組内容等についてはホームページ等で公表を行

う。 

 

今後、取組方針に基づき連携して減災対策を推進し、毎年出水期前に協議会

を開催し、進捗状況を確認するとともに、必要に応じて取組方針の見直しを行

う。 

 

また、実施した取組についても訓練・防災教育等を通じて習熟、改善を図る

など、継続的にフォローアップを行うこととする。 

 

なお、本協議会は、今後、全国で作成される他の取組方針の内容や技術開発

の動向等を収集した上で、随時、取組方針を見直すこととする。 

 

さらに、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画についても、必

要に応じて本協議会において実施状況を報告し、取組方針の見直しを検討す

る。 
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現状の水害リスク情報や取組状況の共有 
各自治体でそれぞれ又は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等 

 

(1)情報伝達、避難計画等に関する事項 

項目 倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 気象台 中国地整 課題のまとめ 

想定される浸水

リスクの周知 

       (現状）  

・天神川において、想定最大規模降雨における洪水浸

水想定区域を倉吉河川国道事務所のＷＥＢサイト等で

公表している。 

●想定最大規模降雨における洪水浸水想定区

域図等が浸水リスクとして認識されていな

い。 

 

●想定最大規模降雨での HM を公表する際は、

避難計画もあわせて住民へ提示する必要があ

る。 

 

●県管理区間や天神川の氾濫に関係する２級

河川での想定最大規模降雨の洪水浸水想定区

域の検討及び、ホームページの公表が必要。 

 

●堤防決壊や浸水被害のイメージがわきにく

い。 

 

●HM の認知度など、住民の防災意識が把握で

きていない。 

A 

 

 

B 

 

C 

 
 

D 

 

E 

       （課題） 

・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図等が

浸水リスクとして住民に認識されていない。 

・洪水浸水想定区域図や HM の認知度が不明である。 

・住民の防災意識がどの程度か不明である。 

・堤防決壊や浸水被害のイメージがわきにくい。 

洪水時における

河川管理者から

の情報提供等の

内容及びタイミ

ング 

      (現状） 

・河川水位や降雨等の状況

に応じて、避難等に資する

「洪水予報」を倉吉河川国

道事務所と共同発表するこ

ととしている。（FAX、メ

ール） 

・気象警報・注意報及び情

報を適切なタイミングで発

表することとしている。 

・特別警報を発表する場合

に、気象台長から関係自治

体首長に対して情報伝達

（ホットライン）をするこ

ととしている。 

(現状）  

・計画規模降雨の浸水想定に基づき、河川水位の動

向に応じて、水防に関する「水防警報」や避難等に

資する「洪水予報」（国交省・気象庁共同発表）を

自治体向けに通知しているとともに、「洪水予報」

については一般に周知している。 

・決壊、越水等重大災害発生の恐れがある場合に

は、倉吉河川国道事務所長から関係自治体首長に対

して情報伝達（ホットライン）をすることとしてい

る。 

・倉吉河川国道事務所が設置している CCTV カメラの

映像は、鳥取県に配信している。 

 

●洪水予報等の防災情報の意味が住民に理解

されず、防災情報に対して、その時点での切

迫性や住民のとるべき行動につながらない恐

れがある。 

 

●一般住民へ確実に情報を伝える必要があ

る。 

 

F 

 

 

G 

 

H 
      （課題） 

・洪水予報等について、的

確な情報をリードタイムの

取れた適切なタイミングで

発表できているか十分に把

握できていない。 

（課題） 

・洪水予報等の防災情報の意味やその情報による対応

が住民には十分認知されていないことが懸念される。 

・想定最大規模降雨に対応した、水防に関する「水防

警報」や避難等に資する「洪水予報」（国交省・気象

庁共同発表）を自治体向けに通知しているとともに、

「洪水予報」を自治体向けに通知する必要がある。

(国府川の北栄町への氾濫) 

 

  

別紙－１ 

-26-



22 
 

 
 

項目 倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 気象台 中国地整 課題のまとめ 

関係機関の情報

共有 

   （現状） 

・水防団等の巡視班が現

場の状況を役場に連絡し

ている。 

 

 

   

●現場の状況を周知できるように

する。 

●現場の状況を関係機関で共有で

きていない。 

 

I 

   （課題） 

・住民から災害状況を収

集できていない。 

・現場の災害状況を関係

機関で共有できていな

い。 

 

 

    

 

J 

避難勧告等の発

令基準 

(現状） 

・鳥取県の発令基準に準拠してお

り、避難判断水位到達や特別警報発

表で避難勧告発令、氾濫危険水位到

達で避難指示発令とし、地域防災計

画に記載している。 

(現状） 

・鳥取県の発令基準に準拠してお

り、避難判断水位到達や特別警報発

表で避難勧告発令、氾濫危険水位到

達で避難指示発令とし、地域防災計

画に記載している。 

(現状） 

・鳥取県の発令基準に準

拠しており、避難判断水

位到達や特別警報発表で

避難勧告発令、氾濫危険

水位到達で避難指示発令

とし、地域防災計画に記

載している。 

(現状） 

・鳥取県の発令基準に

準拠しており、避難判

断水位到達や特別警報

発表で避難勧告発令、

氾濫危険水位到達で避

難指示発令とし、地域

防災計画に記載してい

る。 

 

 

（現状） 

・地域防災計画に発令基準

を定めている。 

・国と県の避難勧告等の判

断基準となる水位が不整合

のため、市町村が混乱しな

いように本県内の当面の運

用基準について市町村に周

知している。 

  

●計画規模降雨から想定最大規模

降雨の避難計画をどのように繋い

でいくのか検討が必要である。 

 

●事前に想定最大規模降雨と判断

できるような情報が必要である。 

 

●避難勧告等の発令基準が、国の

指針と鳥取県では異なっている。 

 

●悪天候や、深夜などの避難は、

危険が伴うことから、これらの危

険性を考慮し、避難勧告等を発令

する必要がある。 

 

 

 

 

K 

 
 

L 

 

 

M 

 

N 

 

O 

(課題） 

・避難勧告等の発令は空振り多いと

住民の危機意識の低下に繋がる恐れ

があるため、早く出しにくい。 

・想定最大規模降雨と判断できる

ような事前情報がない。 

・水位情報を基に避難勧告等を発

令することとしているが、想定最

大規模洪水に対し、その妥当性が

検証できていない（リードタイム

がどの程度必要なのか不明）。 

・計画規模のハザードマップは作成

済みであるが、想定最大規模降雨の

避難計画の場合、避難する場所が無

く、両者をどのように繋いでいくの

か検討が必要である。 

 

 

 

      

避難場所、避難

経路 

(現状） 

・指定避難所に 54 箇所、緊急避難所

（屋外もあり）に 28 箇所を指定し

て、地域防災計画に記載している。 

・自主防災組織による集団避難を推

奨している。 

・各集落の自主防災組織が防災マッ

プを作成し、避難所や避難経路を設

定している。約 75％の集落で完成。 

・16 法人と協定を締結し、要援護者

の受け入れが 300 名まで可能。 

(現状） 

・HM に避難経路の指定までは記載し

ていない。 

・自主防災組織については 63 自治

会中 45 について組織されている。

中には要支援者の避難支援について

設定している自主防災組織もある。

全組織について推奨している。 

(現状） 

・HM に、福祉施設や避

難経路は記載していな

い。 

・地域ごとはあるが、地

区ごとはない。 

・自主防災組織について

は、75 自治会中 71 につ

いて、組織されている。 

（現状） 

・計画規模降雨の HM は

地区ごとに作成してお

り、HM に避難所を表

示。今年度中に、集落

ごとに詳細なマップ

（移動経路や経路の危

険箇所などを追記）を

作成予定。 

 

 
  （現状） 

天神川において、想定最大

規模降雨における洪水浸水

想定区域及び、堤防が決壊

した際の氾濫シミュレーシ

ョン結果を倉吉河川国道事

務所のホームページ等で公

表し、自治体が作成するハ

ザードマップ作成の支援を

している。 

●避難場所と避難所を分けて考え

る必要がある。 

 

●避難場所・避難所の選定には、

土砂災害も考慮する必要がある。 

 

●想定最大規模降雨の浸水範囲に

おいて避難場所・避難所の確保が

難しい状況にある。 

 

●想定最大規模降雨に伴う広域避

難計画（避難勧告等の判断含む）

について、市町村単独で検討を行

うことは困難。又、どのような時

に広域避難を行うのか判断基準が

ない。 

 

●いざという時に避難路が浸水し

ているなど、適切に行動できない

ことが懸念される。 

 

 
 

 

 

P 

 

Q 

 

R 

 

 

S 

 

 

 

T 

(課題） 

・避難所の収容人数が足りない。 

・洪水時に避難所が使えるか確認で

きていない。 

・本川決壊前に内水氾濫によりすで

に避難経路が浸水している可能性が

ある。 

 

(課題） 

・想定最大規模降雨による浸水時の

避難所の収容人数の過不足等につい

て確認できていない。 

・由良川等県管理河川の想定最大が

公表されていないので、HMを作成す

ることが難しい。直轄河川と県管理

河川を重ね合わせた HM を作成した

い。 

・広域避難（中部圏域の範囲）の連

携について関係市町で調整が必要で

はないか。 

・一次避難後の想定最大時の二次避

難場所について避難経路等の検討が

必要。 

（課題） 

・避難所の収容人数の過

不足について確認できて

いない。 

（課題） 

・土砂災害が心配 
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項目 倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 気象台 中国地整 課題のまとめ 

住民等への情報

伝達の体制や方

法 

（現状） 

・戸別受信機を設置しており、大雨

でも聞こえる。 

・一人暮らしの聴覚障がい者（25

名）には、文字放送機を設置してい

る。 

・登録用メールや日本海ケーブルテ

レビでも情報発信している。 

・県、市、民放各社との協定によ

り、FAX を送付すると放送してくれ

る。NHK は L アラートで表示され

る。 

（現状） 

・防災行政無線や戸別受信機

（各戸設置済み）により情報

伝達している。 
・水防団による拡声器等による広

報。 

・自治会の支援者（自治会長や自

主防災組織の関係者等）による呼

びかけ。 

・避難勧告以上で、県の防災情報

システムに入力すると、L アラー

トで NHK 及び民放に表示される。 

・事前に登録している障がい者に

はメールで情報伝達している。 

（現状） 

・防災行政無線及び戸別受信

機（全戸設置済み）により情

報伝達している 

・水防団による拡声器等によ

る広報。 

・避難勧告以上で、県の防災

情報システムに入力すると、L

アラートで NHK 及び民放に表

示される。 

・各自治体判断による「あん

しんトリピーメール」で避難

情報も発信可能。 

（現状） 

・防災無線で伝達して

おり、戸別受信機を設

置している。旅館や事

業所にも設置してい

る。 

・消防車のスピーカー

で伝える場合もある。 

 

 

(現状） 

・水位情報、水防警報を

あんしんトリピーメー

ル、F ネット、L アラート

で配信している。 

・河川水位、ライブカメ

ラ等の情報は、県ホーム

ページ、地デジデータ放

送、CATV 等で発信してい

る。 

(現状）  

・気象情報等を自治体や

報道機関を通じて住民等

に伝達している。 

・気象情報等を気象台ホ

ームページで配信してい

る。 

・特別警報は緊急速報メ

ールで配信している。 

(現状） 

・「川の防災情報」や地

上デジタル放送のデータ

放送にて、水位・雨量等

の防災情報を提供 

・橋梁に氾濫危険水位等

を表示している。 

●避難勧告等の発令が住民の避難

行動に結びついておらず、住民が

防災情報をもとに自ら判断し行う

準備行動や避難行動を啓発するた

めの防災知識の普及が不十分であ

る。 

 

●洪水予報等の防災情報の意味が

住民に理解されず、防災情報に対

して、その時点での切迫性や住民

のとるべき行動につながらない恐

れがある。（再掲） 

 

●一般住民へ確実に情報を伝える

必要がある。（再掲） 

 

●避難情報について、外国人を対

象とした多言語化への対応や、聴

覚障がい者等への対応がされてい

ない。 

 

 

 

 

U 

 

 

 

F 

 

 

 

G 

 

V 

 

 

（課題） 

・戸別受信機は 1ｍ浸水すれば使用

不可となる。 

・外国人への情報提供は、特に実施

していない。 

（課題） 

・外国人への情報提供は、特

に実施していない。就労して

いる企業への連絡もしていな

い。 

・戸別受信機を切っている住

民に防災情報が伝わったか確

認できていない。 

・エリアメールで洪水情報は

出していない。（全町内対象

なので） 

（課題） 

・観光客には対応していな

い。 

（防災無線屋外拡声機のみ） 

 

（課題） 

・外国人や旅行者への

伝達方法がない。旅館

が対応すると思われ

る。 

・H27 年に避難勧告を発

令したが避難者は2名で

あった。避難率が低い

原因が不明である。 

 

 

 

（課題） 

・現在の切迫性、とるべき

行動について、住民へ分か

りやすい情報となっていな

い。 

・外国人、障がい者等へ確

実・迅速に伝達する体制の

整備を検討する必要があ

る。 

・防災情報の意味が理解さ

れず、とるべき行動に繋が

っていない。 

（課題） 

・事態の切迫性やとるべ

き行動について、住民へ

より分かりやすい情報と

なっていない。（防災情

報の意味や、それにより

とるべき行動が理解され

ていない） 

・住民自らが必要な情報

を取得できていない可能

性がある。 

 

避難誘導体制 

（現状） 

・自主防災組織や水防団が誘導する

ように依頼している。 

（現状） 

・自主防災組織で取り組んで

いる。 

・自主防災組織にて地震時の

訓練で声かけ、避難誘導等を

行っているので、洪水時も同

様。 

（現状） 

・H23 年は消防団による消防

車での広報。 

・自主防災組織での避難誘導

がされている集落もある。 

（現状） 

・集落ごとにある自主

防災組織（トップは区

長）が独居老人等の見

回りを実施している。 

・要配慮者のリストは

作成済み（約 1000 人が

対象）。 

・避難所を確保するた

め、旅館組合と協定を

結ぶ動きがある。 

 

 
   

●夜間、荒天時においては、安全

な避難を可能とする体制が不十分

である。 

 

●自主防災組織（自治会等）への

情報提供について現状と課題把握

を行うとともに、それらを踏まえ

た避難誘導体制を確立する必要が

ある。 

 

●要配慮者利用施設等の避難確保

計画の現状と課題把握を行うとと

もに、それらを踏まえた避難誘導

体制を確立する必要がある。 

 

●避難場所と避難所を分けて考え

る必要がある。（再掲） 

W 

 

 

X 
 

 

 

Y 

 

 

P 

（課題） 

・水防団の人員確保が必要。 

・要配慮者の避難には特殊な車が必

要であり、家族での対応が基本とな

っている。 

・要配慮者の具体的な避難計画がな

い。 

（課題） 

・一次避難所（計画規模降

雨）から二次避難所（想定最

大規模降雨）への移動に関し

ての町の体制については防災

計画で決めていない。 

 （課題） 

・要配慮者の個別の避

難計画が作れない。個

人情報の問題もある。 

 

 

 
   

防災教育 

（現状） 

・小中学校の土曜授業にて防災を勉

強している。 

・各学校で年 2 回防災訓練を実施し

ている。 

・自主防災組織の勉強会を年 30 回

程度開催している。今後はリーダー

育成のための勉強会を予定してい

る。 

・大学の先生を講師に招いて勉強し

ている地区（校区単位の全 13 地

区）もある。 

（現状） 

・小中学校では特に教育して

いない。 

・今年秋、町と協力して、保

護者引き渡しの訓練を行う予

定。 

（現状） 

・自治会に依頼されて講習

会、避難訓練を行っている。

昨年は自治会 14 回、羽合小１

回（５年生）。 

・防災訓練を行った自治会に

は町として補助金を出してい

る。（集まった世帯×500

円、１年に３回まで） 

 

（現状） 

・小中学校では特に教

育していない。 

・講演会等を開催して

いる。 

 

 

（現状） 

・要請があった学校で出

前講座等を適宜実施して

いる。 

（現状） 

・小中学校と連携した水

害（防災）教育を実施し

ている。 

・地域住民等からの要請

に基づいて出前講座を実

施している。 

・水防団（消防団）・自

主防災組織・消防署等の

関係機関からの要請に基

づいて出前講座を実施し

ている。 

 

●自治体職員は河川の専門家では

ないため、河川についての説明能

力向上のための取り組みが必要で

ある。 

 

●小中学校での防災教育がカリキ

ュラム化されてない。 

 

●自主防災組織（自治会等）等の

防災意識が向上する取組が必要で

ある。 

Z 

 

 

AA 

 

 

AB 
 

（課題） 

・地区によって防災意識の高低があ

るが、原因分析ができていない。 

 （課題） 

・訓練をまめに行う自治会も

あれば、行わない自治会もあ

る。 

（課題） 

・町職員でも浸水想定

区域図の作成条件を理

解できていない。 

 

 

（課題） 

・出前講座を申し込む学校

が限られており、活用の呼

びかけやプログラムの充実

を図り、さらに防災教育を

推進する必要がある。 

・教育委員会等の学校教育

関係者の協力が不可欠。 
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(2)水防に関する事項 

項目 倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 気象台 中国地整 課題のまとめ 

河川水位等に係

る情報提供 

(現状） 

・職員や水防団には、職員参集メー

ルに登録してもらい、メールで送付

している。 

・各分団への無線機は設置済みであ

り、指示は出せる。 

(現状） 

・県からの情報は FAX が基

本。 

（現状） 

・河川水位については、

水防団の分団長へ電話で

連絡している。 

・現地では、各消防車の

無線で連絡可能である。 

(現状） 

・提供していない。 

 

 

（現状） 
・水位情報、水防警報を
あんしんトリピーメー

ル、F ネット、L アラート
で配信している。 
・河川水位、ライブカメ
ラ等の情報は、県ホーム
ページ、地デジデータ放
送、CATV 等で発信してい
る。 

（現状） 

・水防関係者に対しては

洪水予報伝達系統図等に

より情報伝達を行ってい

る。 

（現状）  
・水防に係る情報として、国

土交通省が基準水位観測所の

水位の動向に即して「水防警

報」を発した場合は、 鳥取県

に通知しており、県は水防管

理者に通知している。 
・水防に係る水位等の様々な

データは、「川の防災情報」

によりパソコン・携帯電話・

スマートフォンで提供してい

る。 

●水防団は、水防活動を行うため

に、どのような情報が必要か把握

できていない。 

 

●水防活動の際の様々な判断をす

るため、現場で水位情報を入手す

る手段として「川の防災情報」の

URLやQRコードを、水防連絡会等

で周知しているが、水防団の水防

活動に十分に活かせていない。 

 

AC 

 

 

AD 

 

 

 

     （課題） 
・気象が激化している中で、

情報伝達（発信者～末端の受

信者）の効率化と時間短縮を

検討する必要がある。 

・外国人、障がい者等へ確

実・迅速に伝達する体制の整

備を検討する必要がある。 

・水位情報、監視カメラ、量

水標等、利用に慣れることが

重要である。 

  

河川の巡視区間 

(現状) 

・国と市の合同訓練を実施してお

り、資料がわかりやすく評判がよ

い。どこをみればよいか知りたい。 

・内水氾濫が発生すると、巡視より

優先して対応している。 

(現状) 

・水防団の分団ごと（天神川

は２分団）に担当地区を巡

視、警戒対応している。 

・分団長にまずメールで水位

情報伝達し、消防車の車載無

線や携帯電話にて指示等を行

い、対応して頂いている。 

(現状） 

・堤防の巡視は羽合の３

分団が担当する。 

(現状） 

・エリアを決めて、消防

団の各班が巡視してい

る。 

・消防団は巡視以外に、

水路の木・ゴミ除去や水

門管理などを行ってい

る。 

 

 

  （現状） 
・直轄管理区間におい

て、出張所において巡視
を行っている。 
・巡視は維持業者で対
応。 

●夜間、荒天時においては、危険

で水防団が河川に近づくことが難

しい。 

 

●市町において、夜間巡視に

CCTV カメラを利用したいが、夜

間監視できる性能の CCTV カメラ

が整備されていない。 

 

●効率的・効果的な巡視を実施す

るためには、重点的に巡視すべき

箇所のデータが不足している。 

 

AE 

 

 

AF 

 

 

AG 

 

 

(課題） 

・夜間巡視は危険で河川に近づくこ

とが難しい。CCTV カメラで水位標

の水位が確認できるようにしてもら

いたい。 

・倉吉河川国道事務所が設置してい

る CCTV カメラの映像が市では確認

できない。 

・水防団が巡視のポイントを理解で

きていない。 

(課題） 

・夜間の水位判断が難しい。 

 （課題） 

・消防団は定員割れで人

手が不足している。消防

団と区長を兼務している

人も多い。 

 

 

   

水防訓練 

 （現状） 

・町として、年１回、水防倉

庫の点検や水防工法（土のう

作り、ロープワーク等）の訓

練を行っている。 

・県や郡の講習に参加しても

らうように推奨している。 

（現状） 

・町としての主催では水

防訓練はない。 

・総合防災訓練で水防訓

練を行ったことはある。 

・県主催の水防訓練の案

内はしている。 

（現状） 
・6年前から地区（全5地区）

が持ち回りで年 1 回水防訓練

を実施している。 

・今年度からロープワークの

訓練を実施予定である。 

・1市4町と合同で訓練を実施

するか検討していく予定であ

る。 

 

 

（現状） 

・3 年に一度、当地区にお

いて水防訓練を実施。 

（現状） 

・水防団（消防団）・自

主防災組織・消防署等の

関係機関が開催する水防

訓練に要請に基づいて防

災気象情報(模擬)を提供

している。 

（現状） 

・14 年に一度、天神川水

系において総合水防訓練

を実施。 

・防災ステーションを水

防訓練場所として活用し

ている。 

●水防活動を担う水防団員は、水

防活動に関する専門的な知見等を

習得する機会が少なく、的確な水

防活動ができないことが懸念され

る。 

 

 

 

AH 

 

 
（課題） 

・どのような水防工法を実施すべき

かわかっていない。 

       

水防資機材の整

備状況 

（現状） 

・備蓄の基準が定められており、水

防倉庫にブルーシート、ロープ等を

備蓄している。 

（現状） 

・水防倉庫に土のう袋、ブル

ーシート、ロープ等 20 種類ほ

どを備蓄している。 

（現状） 

・土のう袋 3000～4000、

ブルーシート、スコッ

プ、つるはし、発電機、

灯光器等十分な備蓄があ

る。 

・県からの備蓄品や数量

についての指導は無い。 

（現状） 

・役場の裏の倉庫1箇所に

備蓄している。 

 

 

（現状） 

・水防倉庫等に水防資機

材を備蓄し、適宜補充し

ている。 

 （現状） 
・根固ブロックや大型土

のう等を所定の場所に備
蓄している。 
・防災ステーションに水
防資機材等を備蓄してい
る 

●資機材の備蓄量の決め方など目

安となるものがない。 

 

●資機材確保のため、費用面に課

題がある 

AI 

 

AJ （課題） 

・必要な量が備蓄されているか不明

である。基準の根拠が不明。 

 

（課題） 

・県の備蓄品の基準があった

かもれないが不明。 

 （課題） 
・資機材の維持管理計画がな

い。 

・資機材の更新費用がない。 

・県や国からの緊急時の支援

体制を確立。 
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項目 倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 気象台 中国地整 課題のまとめ 

市庁舎、災害拠

点病院等の水害

時における対応 

（現状） 

・想定最大規模降雨でも庁舎や防災

センターは浸水しない。 

（現状） 

・庁舎は浸水しない。 

・災害拠点病院なし。 

（現状） 

・役場の発電機は１mの高さ

の場所に設置。 

  浸水想定最大対策として 

高さ 1.5ｍのブロック塀 

囲いを実施  

・災害拠点病院なし。 

・防災無線の更新事業によ

り操作卓を 2 階に設置済 

（現状）  

・計画規模では役場は浸

水しない。 

 

 

 

（現状） 
・計画規模の浸水に対す
る耐水化等の浸水対策を
行っている。（各総合事

務所等） 

（現状） 
・鳥取地方気象台（鳥取
第３地方合同庁舎）につ
いて、計画規模降雨によ

る洪水浸水想定区域から
外れている。 
 
※本記述は、天神川水系
に関係する事項ではない
が、庁舎の実態としては
記述のとおり、事務局で
｢必要なし｣と判断されれ

ば削除願います。 

（現状） 
・計画規模降雨の浸水に対
して、電気供給が可能なよ
う改修済み。 

●想定最大規模降雨による洪水浸

水想定区域図を踏まえ、現況施設

の評価を行い、必要に応じ対策に

ついて検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

AK 
 

（課題） 

・庁舎や防災センターは浸水しない

が、移動経路が浸水するため孤立す

る。 

・浸水時における救援物資の移動経

路や手段（ボートやヘリコプター

等）など確認が必要。 

（課題） 

・福祉施設への個別に情報

伝達するか等の検討が必

要。 

・福祉施設は２階建以上な

ので、垂直避難で対応する

ことで考えている。 

（課題） 

 

（課題） 

・役場の発電機は浸水深

1.3ｍまで稼働可能である

が、キューピクル（変電設

備の変圧器）が 0.5ｍ浸水

すれば稼働停止となる。 

・病院等の耐水化状況が把

握できていない。 

 

 

（課題） 

・想定最大規模降雨の洪水

浸水想定区域を踏まえて、

浸水対策の点検、再検討が

必要である。（各総合事務

所、拠点病院等） 

（課題） 

・想定最大規模降雨によ

る洪水浸水想定区域を踏

まえて、浸水対策の点

検、再検討などが必要で

ある。 

・合同庁舎であるため、

整備方針が決まっておら

ず検討は進んでいない。 

 

（課題） 

・想定最大規模降雨の浸水

に対して現状施設の評価を

行い、これを踏まえた対応

を検討する必要。 

 

 

(3)氾濫水の排水、施設運用に関する事項 

項目 倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 気象台 中国地整 課題のまとめ 

排水施設、排水

資機材の操作・

運用 

（現状） 

・上井雨水排水ポンプ場を所有して

いる。下水道課が操作している。 

・国の和田排水機場の操作は建設課

が委託されている。 

（現状） 

・町が管理している排水機

場やポンプ場はない。 

・水防団のポンプ車で対

応。 

・排水が必要な場合応援要

請で対応。 

（現状） 

・町が管理している排水機

場やポンプ場はない。 

・松崎地区に排水ポンプ場

2 基を計画、R3～4年度施工 

（現状） 

・町が管理している排水

機場やポンプ場はない。 

 

 

（現状） 

・排水ポンプ車を保有

し、出水に備え訓練、点

検等を行っている。 

・水門、排水樋門等は市

町等へ操作委託を行い、

点検、訓練を行ってい

る。 
 

 （現状） 

 ・排水ポンプ車を保有、

排水機場を整備し、出水

に備え訓練、点検等を実

施。 
 

●想定最大規模降雨による浸水に

対する排水ポンプ車の配置計画、

運搬計画の検討が必要。 

AL 

  （課題） 

・過去稼働したことが無い

ため、ポンプ車の効果が不

明である。 

（課題） 

・県からの浸水区域図が出て

から、浸水継続時間を考慮し

た排水系統、体制の検討が必

要。 

  （課題） 

・想定最大規模降雨に対

する排水ポンプ車の配置

計画、運搬計画の検討が

必要である。 

・想定最大規模降雨に対

する排水施設の効果的な

操作の検討が必要であ

る。 

 （課題） 

・想定最大規模降雨に対

する排水ポンプ車の配置

計画、運搬計画の検討が

必要。 

 

 

(4)河川管理施設の整備に関する事項 

項目 倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 気象台 中国地整 課題のまとめ 

洪水を安全に流

すためのハード

対策の推進 

       (現状）  

・河川整備計画に基づき、

整備を行っている。 

●昭和３４年９月洪水と同規模の

洪水で、家屋浸水などの被害が発

生する恐れがある。 

AM 

        （課題） 

・昭和３４年９月洪水と同

規模の洪水で、家屋浸水な

どの被害が発生する恐れが

ある。 

・河川の整備には時間を要

する。 
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○概ね５年で実施する取組 

 
具体的な取組の柱 

目標時期 

実施する機関 

 事 項 
倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 国 

 具体的取組 

(1)逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

 

 
■洪水を安全に流すためのハード対策の推進 

 ・堤防の浸透対策、パイピング対策を実施 AM, 緊 23 R3       中国地整 

・流下能力対策を推進 AM, 緊 23 R7       中国地整 

■危機管理型ハード対策の推進 

 
・堤防天端の保護を目的とした舗装の実施 

AM, 緊 13, 

緊 25 

H28～ 

継続実施 

     
○  

■避難行動に資する基盤等の整備 

 
・洪水に対しリスクの高い箇所を監視する危機管理型水位計簡易水位

計等の整備 

F,G,H, 

V,AE,AF, 

緊 12 

H28～ 

継続実施 
     ○ 中国地整 

・避難の目安となる目標物等のリアルタイム映像（河川監視用カメ

ラ）の提供設備の整備及び夜間監視のための検討 

F,G,H, 

V, 緊 12 

H28～ 

継続実施 
     ○ 中国地整 

・浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等に関する情報を共

有し、各施設管理者等に対する洪水時の情報伝達体制・方法につい

て検討 

緊 19 
H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○  ○ 中国地整 

・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図に基づく行政機関の災害

対策本部や災害拠点病院等の機能確保対策（耐水化、非常用電源

等）の検討 

AK, 緊 20 
H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○  ○ 中国地整 

・避難場所・避難所の確保及び関係防災施設の整備についての検討・

調査 

P,Q,R, 

S,T, 緊 6 

H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 中国地整 

■想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップの作成・周知等 

 ・天神川直轄区間・県管理区間及び天神川氾濫に関係する２級河川

における想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図、新たに設

定された家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害警戒区域等に基づく避

難場所、避難所、避難経路の設定及び避難計画の見直し。当該市町

村内の避難場所だけで避難者を収容できない場合等においては、協

議会の場等を活用して、隣接市町村等における避難場所の設定や洪

水時の連絡体制等について検討・調整を実施 

B,P,Q, 

R,S,T, 

 緊 6 

H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

・必要に応じ広域的な避難の検討及び必要に応じ関係行政機関との

協議・調整を図り、水害ハザードマップへ反映 

L,M, 緊 6, 

緊 9 

H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 中国地整 

・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図に基づく水害ハザードマ

ップを作成し、洪水浸水想定区域内の各戸・自主防災組織への配布

やまるごとまちごとハザードマップによる災害リスクの現地表示の

実施 

A,B,C,E, 
緊 9 

H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○    

・水害ハザードマップの作成・改良後は、国において速やかに国土交

通省ハザードマップポータルサイトへ登録し、住民等へ広く周知 
緊 9 順次実施       中国地整 

■避難の円滑化・迅速化を図るための取り組み 

 
・出水期前にホットラインの構築状況、タイミングを確認 F 

H28～ 

定期的に実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

・多機関連携型タイムラインの運用及び訓練や出水期明けの振り返り

検討会を踏まえた見直し 

K,N, 

緊 3 

R2～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 
中国地整 

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成の促進・避難訓練の実施 W,X,Y,緊 7 
H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○  ○  

・夜間、荒天時の避難指示等の発令基準の作成・避難誘導体制の検討 O,W 
H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○    

・必要に応じ広域的な避難の検討及び必要に応じ関係行政機関との協

議・調整を図り、水害ハザードマップへ反映(再掲) 

L,M, 緊 6, 

緊 9 

H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 中国地整 

・水害ハザードマップの作成、周知及び訓練等への活用に関する優良
事例を収集し、「水害ハザードマップ作成手引き」を充実し市町へ
提供 

緊 9 
H30～ 

継続実施 
      中国地整 

・水害ハザードマップを活用した訓練の実施やマイ・タイムラインの
作成促進 

緊 9 
H30～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○    

・避難所開設等災害対応人員の確保 W 
H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○    

・ダム事前放流の実施 緊 R2～      ○  

・民間企業による水害対応版ＢＣＰ策定を促進するための支援 緊 R3～ ○ ○ ○ ○  ○ 中国地整 
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○概ね５年で実施する取組 

 
具体的な取組の柱 

目標時期 

実施する機関 

 事 項 
倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 国 

 具体的取組 

 ■市長・町長に対し助言を行う者の育成及び派遣 

 
・市長・町長に対し助言を行う者の育成及び派遣 Z 

H28～定期的

に実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

・河川防災担当職員を対象とした研修の実施 Z 
H28～定期的

に実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

・災害対応の初動対応から復旧に至るまで総合的にマネジメントで
きる人材育成のために、研修・訓練等へ参加 

緊 32 
H30～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

■防災教育（学習）や防災知識の普及 

 ・天神川水系の特徴を踏まえた水害（防災）教育の拡充のために、

教育関係者等と連携して作成した指導計画及び地域の特性を踏まえ

て作成した教材を活用した支援を実施 

U,AA,緊 11 
H28～ 

継続実施  
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

・自主防災組織（自治会等）を対象とした防災知識の普及及び防災

マップの作成支援の拡充、ダムや堤防等の施設の機能等に関する住

民への説明会や情報提供を定期的に実施 

X,AB 
H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

・学校教育関係者向け研修や講座等の開催及び講師等の派遣 U,AA 
H29～定期的

に実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

・河川防災に関わる市町の防災担当者向けの説明会の開催 Z 
H28～ 

継続実施 
    

 

○ 
気象台 

中国地整 

■避難を促す状況情報の提供 

 
・「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放送の水害リスク
ラインの活用促進のための周知 

F,G,H,V 
H28～ 

継続実施 
    

 

 中国地整 

・避難の目安となる目標物やリアルタイム映像の配信・共有 F,G,H,V 
H28～ 

継続実施 
    

 

 中国地整 

・自主防災組織（自治会等）への情報提供の現状と課題把握を踏ま
えた災害時の情報収集方法等の周知 

F,G,X 
H28～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

・スマートフォン等へのプッシュ型の洪水情報発信やSNS、QR コード
等を活用したより分かりやすい防災情報の提供 

F,G,H, 

緊 5 

H29～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

(2)急流河川の地域特性に応じた効率的・効果的な水防活動 

 ■水防活動に資する基盤等の整備 

 ・河川のリアルタイム映像（河川監視用カメラ）の配信、共有（行

政向け） 

AE,AF, 

 緊 12 

H29～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ 

 

○ 中国地整 

■水防活動の効率化及び水防体制の強化 

 ・水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参画を促すための具体

的な広報の進め方について検討 
緊 16 

H30～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 中国地整 

・洪水に対しリスクが高い区間（重要水防箇所等）について、水防
団や自主防災組織（自治会等）が参加した合同点検 

AC,AD,AG, 
緊 15 

H28～定期的
に実施 

○ ○ ○ ○   中国地整 

・水防技術講習会、関係機関や住民等が連携した実践的な総合水防

訓練 

AC,AD,AH, 
緊 17 

H28～定期的

に実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

・備蓄水防資機材の情報の共有、非常時の相互支援方法の確認 
AI,AJ, 

緊 21 

H28～定期的

に実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 中国地整 

・大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水防活動が実施でき

るよう関係者の協力内容等について検討・調整 
緊 18 

H30～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 中国地整 

・災害発生時に被災状況や TEC-FORCE 等による支援活動を情報提供

し、地方公共団体間の相互支援を促し、災害対応力の向上を図る 
緊 32 

H30～ 

継続実施 
      中国地整 
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28 

○概ね５年で実施する取組 

 
具体的な取組の柱 

目標時期 

実施する機関 

 事 項 
倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 国 

  具体的取組 

(3)長期化する浸水を一日も早く解消するための排水活動等の取組 

 ■排水作業準備計画の作成及び排水訓練の実施 

 
・排水作業準備計画に基づいたシミュレーション（机上訓練、実地

訓練等）の実施 
AL 

H31～定期的

に実施 
○ ○ ○ ○  ○ 中国地整 

・災害対応の初動対応から復旧に至るまで総合的にマネジメントで

きる人材育成のために、研修・訓練等へ参加（再掲） 
緊 32 

H30～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

気象台 

中国地整 

■排水活動に資する施設等の整備 

 

・効果的・効率的な排水施設、釜場等の（施設）整備 AK,AL 
H31～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○  ○ 中国地整 

・各施設管理者において施設の増強や耐水化等の対策の実施 緊 21 
H31～ 

継続実施 
○ ○ ○ ○  ○ 中国地整 

・津波浸水リスクの高い地域等において、水門等の自動化・遠隔操

作化を優先的に整備する対象施設を抽出し、順次整備を実施 
緊 27 

H29～ 

継続実施 
      中国地整 

 ■減災・防災に関する国の支援 

 ・災害発生時に被災状況や TEC-FORCE 等による支援活動を情報提供

し、地方公共団体間の相互支援を促し、災害対応力の向上を図る

（再掲） 

緊 32 
H30～ 

継続実施 
      中国地整 
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○概ね５年で実施する取組 
具体的な取組の柱 実施する機関 

 事 項 
倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 気象台 国 

 具体的取組 

(1)逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

 

 
■洪水を安全に流すためのハード対策の推進 

 
・堤防の浸透対策、パイピング対策を実施 AM, 緊 23  

      ・堤防の浸透対策、

パイピング対策を実

施（H32） 

・流下能力対策を推進 AM, 緊 23  
      ・流下能力対策を推

進（H32） 

■危機管理型ハード対策の推進 

 

・堤防天端の保護を目的とした舗装の実施 

AM, 

 緊 13, 

緊 25 

 

    主に県管理

河川のバッ

クウォータ

ー区間 

 
・堤防天端の保護を

目的とした舗装の実

施（H28） 

■避難行動に資する基盤等の整備 

 

・洪水に対しリスクの高い箇所を監視する

危機管理型水位計簡易水位計等の整備 

F,G,H, 

V,AE,AF, 

緊 12 

     

危機管理型

水位計を

13 箇所設

置予定 

 

・危険に対しリスク
の高い箇所を監視す
る危機管理型水位計
簡易水位計等の整備
（順次実施） 

・避難の目安となる目標物等のリアルタイ

ム映像（河川監視用カメラ）の提供設備の

整備及び夜間監視のための検討 

F,G,H, 

V,緊 12 
       

・避難の目安となる
目標物等のリアルタ
イム映像（河川監視
用カメラ）の提供設
備の整備（順次実
施） 

・浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点

病院等に関する情報を共有し、各施設管理

者等に対する洪水時の情報伝達体制・方法

について検討 

緊 19 

・浸水想定区域内の市町村庁

舎や災害拠点病院等に関する

情報を共有し、各施設管理者

等に対する洪水時の情報伝達

体制・方法について検討（順

次実施） 

同左 同左 同左  同左  同左 

・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図

に基づく行政機関の災害対策本部や災害拠

点病院等の機能確保対策（耐水化、非常用

電源等）の検討 

AK,緊 20 

・災害対策本部や災害拠点

病院等の機能確保対策（耐

水化、非常用電源等）の検

討（H28～検討実施） 

同左 同左 同左  同左  同左 

・避難場所・避難所の確保及び関係防災施

設の整備についての検討・調査 

P,Q,R, 

S,T,緊 6 

・避難場所・避難所の確保

及び関係防災施設の整備に

ついての検討・調査（H28～

検討実施） 

同左 同左 同左 同左 同左  同左 

■想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップの作成・周知等 

 

・天神川直轄管理区間・県管理区間及び天

神川氾濫に関係する２級河川における想定

最大規模降雨における洪水浸水想定区域

図、新たに設定された家屋倒壊等氾濫想定

区域、土砂災害警戒区域等に基づく避難場

所、避難所、避難経路の設定及び避難計画

の見直し。当該市町村内の避難場所だけで

避難者を収容できない場合等においては、

協議会の場等を活用して、隣接市町村等に

おける避難場所の設定や洪水時の連絡体制

等について検討・調整を実施 

B,P,Q, 

R,S,T, 

緊 6 

・避難場所、避難所、避難経

路の設定及び避難計画の見直

し。市町村内の避難場所だけ

で避難者を収容できない場合

等においては、協議会の場等

を活用して、隣接市町村等に

おける避難場所の設定や洪水

時の連絡体制等について検

討・調整（H28～検討実施） 

同左 同左 同左 同左 同左 

・想定最大

規模降雨に

よる洪水浸

水想定区域

図に基づく

避難対応の

検討の支援 

同左 

・必要に応じ広域的な避難の検討及び必要

に応じ関係行政機関との協議・調整を図
り、水害ハザードマップへ反映 

L,M, 緊 6, 

緊 9 

・必要に応じ広域的な避難の

検討及び必要に応じ関係行政

機関との協議・調整を図り、

水害ハザードマップへ反映

（県の洪水浸水想定区域図公

表後より検討実施）（H28～

検討実施） 

同左 同左 同左 同左 同左  同左 

・想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図

に基づく水害ハザードマップを作成し、洪

水浸水想定区域内の各戸・自主防災組織へ

の配布やまるごとまちごとハザードマップ

による災害リスクの現地表示の実施 

A,B,C,E,

緊 9 

・想定最大規模降雨の洪水浸

水想定区域図に基づく水害ハ

ザードマップを作成し、洪水

浸水想定区域内の各戸・自主

防災組織への配布（H28～検

討実施） 

同左 同左 同左     

・水害ハザードマップの作成・改良後は、

国において速やかに国土交通省ハザードマ

ップポータルサイトへ登録し、住民等へ広

く周知 

緊 9        

・国土交通省ハザ

ードマップポータ

ルサイトへ登録

し、住民等へ広く

周知（順次実施） 
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○概ね５年で実施する取組 

具体的な取組の柱 実施する機関 

 事 項 
倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 気象台 国 

 具体的取組 

(1)逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

 ■避難の円滑化・迅速化を図るための取り組み 

 
・出水期前にホットラインの構築状況、タ

イミングを確認 
F         

・多機関連携型タイムラインの運用及び訓

練や出水期明けの振り返り検討会を踏ま

えた見直し 

K,N, 

緊 3 
        

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成
の促進・避難訓練の実施 

W,X,Y, 

緊 7 

・要配慮者利用施設の避難
確保計画の作成の促進・
避難訓練の実施（H28～検
討実施） 

同左 同左 同左  同左   

・夜間、荒天時の避難指示等の発令基準の
作成・避難誘導体制の検討 

O,W 

・夜間、荒天時の避難勧告
等の発令判断基準の作
成・避難誘導体制の検討
（順次実施） 

同左 同左 同左     

・必要に応じ広域的な避難の検討及び必要
に応じ関係行政機関との協議・調整を図

り、水害ハザードマップへ反映(再掲) 

L,M, 緊 6, 

緊 9 

・必要に応じ広域的な避難
の検討及び必要に応じ関
係行政機関との協議・調
整を図り、水害ハザード
マップへ反映（再掲）
（H28～検討実施） 

同左 同左 同左 同左 同左  同左 

・水害ハザードマップの作成、周知及び訓
練等への活用に関する優良事例を収集
し、「水害ハザードマップ作成手引き」
を充実し市町へ提供 

緊 9        

・水害ハザードマッ

プの作成、周知及び

訓練等への活用に関

する優良事例を収集

し、「水害ハザード

マップ作成手引き」

を充実し市町へ提供

（順次実施） 

・水害ハザードマップを活用した訓練の実
施やマイ・タイムラインの作成促進 

緊 9 
・水害ハザードマップを活
用した訓練の実施（順次
実施） 

同左 同左 同左     

・避難所開設等災害対応人員の確保 W 
・避難所開設等災害対応人
員の確保（H28～検討実
施） 

同左 同左 同左     

・ダム事前放流の実施 緊         

・民間企業による水害対応版ＢＣＰ策定を促

進するための支援 
緊         

 

 

 

■市長・町長に対し助言を行う者の育成及び派遣 

 
・市長・町長に対し助言を行う者の育成及

び派遣 
Z 

・研修への参加（H28～定期

的に実施） 
同左 同左 同左 同左 

・研修へ

の参加及

び必要に

応じて研

修講師の

派遣 

・必要に

応じて研

修講師の

派遣 

・河川防災に関する

研修の実施 
※注目すべき水位

データの見方など 

 
・河川防災担当職員を対象とした研修の実

施 
Z 

・研修への参加（H28～定期

的に実施） 
同左 同左 同左 同左 

・研修へ

の参加及

び必要に

応じて研

修講師の

派遣 

・必要に

応じて研

修講師の

派遣 

・河川防災に関する

研修の実施 

※注目すべき水位

データの見方など 

 
・災害対応の初動対応から復旧に至るまで

総合的にマネジメントできる人材育成のた

めに、研修・訓練等へ参加 

緊 32 

・災害対応の初動対応から

復旧に至るまで総合的に

マネジメントできる人材

育成のために、研修・訓

練等へ参加（順次実施） 

同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 
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○概ね５年で実施する取組 
具体的な取組の柱 実施する機関 

 事 項 
倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 気象台 国 

 具体的取組 

(1)逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

 ■防災教育（学習）や防災知識の普及 

 

・天神川水系の特徴を踏まえた水害（防

災）教育の拡充のために、教育関係者等

と連携して作成した指導計画及び地域の

特性を踏まえて作成した教材を活用した

支援を実施 

U,AA, 

緊 11 

・天神川水系の特徴を踏まえ

た水害（防災）教育の拡充の

ために、指導計画を関連市町

における全ての学校に共有

（継続実施） 

同左 同左 同左 同左 同左 同左 

【国への要望】 

本協議会へ教育委員

会にも参加いただ

き、防災教育の推進

を協力して進めてほ

しい。 

【国への要望】 

既にある手引きの活

用や、アドバイザー

の活用などこれまで

の防災教育の取組を

活かしてほしい。 

・自主防災組織（自治会等）を対象とした

防災知識の普及及び防災マップの作成支

援の拡充、ダムや堤防等の施設の機能等

に関する住民への説明会や情報提供を定

期的に実施 

X,AB 

・自主防災組織（自治会等）

を対象とした防災知識の普及

及び防災マップの作成支援の

拡充（継続実施） 

同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

・学校教育関係者向け研修や講座等の開催

及び講師等の派遣 
U,AA 

・学校教育関係者向け研修や

講座等の開催及び講師等の派

遣（H29～定期的に実施） 

同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

・河川防災に関わる市町の防災担当者向け

の説明会の開催 
Z 

 

 
    

・自治体職

員を対象と

した説明会

の開催

（H28～順

次実施） 

・必要に応

じて研修講

師の派遣 

 

・河川防災に関する

研修の実施 

※注目すべき水位デ

ータの見方など 

■避難を促す状況情報の提供 

 

・「川の防災情報」や地上デジタル放送の
データ放送の水害リスクラインの活用促
進のための周知 

F,G,H,V        

・「川の防災情報」

や地上デジタル放送

のデータ放送の活用

促進のための周知

（H28～H29 出水期ま

で） 

・避難の目安となる目標物やリアルタイム
映像の配信・共有 

F,G,H,V        

・避難の目安となる

目標物やリアルタイ

ム映像の配信・共有

（H28～順次実施） 

・自主防災組織（自治会等）への情報提供
の現状と課題把握を踏まえた災害時の情
報収集方法等の周知 

F,G,X 

・自主防災組織（自治会等）

への情報提供の現状と課題把

握を踏まえた災害時の情報収

集方法等の周知（H28～順次

実施） 

同左 同左 同左 同左 同左 

・防災気象

情報の収集

方法等の周

知 

・自主防災組織（自

治会等）への情報提

供の現状と課題把握

を踏まえた災害時の

情報収集方法等の周

知（H28～順次実

施） 

・スマートフォン等へのプッシュ型の洪水
情報発信や SNS、QR コード等を活用した
より分かりやすい防災情報の提供 

F,G,H, 

緊 5 
       

・スマートフォン等

によるプッシュ型の

洪水情報発信

（H29） 

(2)急流河川の地域特性に応じた効率的・効果的な水防活動 

 ■水防活動に資する基盤等の整備 

  

・河川のリアルタイム映像（河川監視用カ

メラ）の配信、共有（行政向け） 

AE,AF, 

 緊 12 

・河川のリアルタイム映像

（河川監視用カメラ CCTV）

の配信・共有（行政向け）

（H29～順次実施） 

同左 同左 同左  同左  同左 

  

  

別紙－２－２ 
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32 

○概ね５年で実施する取組 
具体的な取組の柱 実施する機関 

 事 項 
倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県 気象台 国 

 具体的取組 

(2)急流河川の地域特性に応じた効率的・効果的な水防活動 

 ■水防活動の効率化及び水防体制の強化 

 ・水防団員の募集、自主防災組織、企業等

の参画を促すための具体的な広報の進め方

について検討 

緊 16 

・水防団員の募集、自主防災

組織、企業等の参画を促すた

めの具体的な広報の進め方に

ついて検討（順次実施） 

同左 同左 同左  同左   

 
・洪水に対しリスクが高い区間（重要水防

箇所等）について、水防団や自主防災組織

（自治会等）が参加した合同点検 

AC,AD,AG, 
緊 15 

・洪水に対しリスクが高い区

間（重要水防箇所等）につい

て、水防団や自主防災組織

（自治会等）が参加した合同

点検（H28～定期的に実施） 

同左 同左 同左    同左 

・水防技術講習会、関係機関や住民等が連

携した実践的な総合水防訓練 

AC,AD,AH, 
緊 17 

・水防技術講習会、関係機関

や住民等が連携した実践的な

総合水防訓練（H28～定期的

に実施） 

同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

・備蓄水防資機材の情報の共有、非常時の

相互支援方法の確認 

AI,AJ, 

緊 21 

・備蓄水防資機材の共有、非

常時の相互支援方法の確認

（H28～定期的に実施） 

同左 同左 同左  同左  同左 

・大規模な氾濫に対してより広域的、効率

的な水防活動が実施できるよう関係者の協

力内容等について検討・調整 

緊 18 

・大規模な氾濫に対してより

広域的、効率的な水防活動が

実施できるよう関係者の協力

内容等について検討・調整

（順次実施） 

同左 同左 同左  同左  同左 

・災害発生時に被災状況や TEC-FORCE 等に

よる支援活動を情報提供し、地方公共団体

間の相互支援を促し、災害対応力の向上を

図る 

緊 32        

・災害発生時に被災

状況や TEC-FORCE 等

による支援活動を情

報提供し、地方公共

団体間の相互支援を

促し、災害対応力の

向上を図る（順次実

施） 

(3)長期化する浸水を一日も早く解消するための排水活動等の取組 

 

 
■排水作業準備計画の作成及び排水訓練の実施 

 

・排水作業準備計画に基づいたシミュレー

ション（机上訓練、実地訓練等）の実施 
AL 

・排水計画に基づく排水訓練

の実施（H31～定期的実施） 
同左 同左 同左  同左  同左 

 
 

・災害対応の初動対応から復旧に至るまで

総合的にマネジメントできる人材育成のた

めに、研修・訓練等へ参加（再掲） 

緊 32 

・災害対応の初動対応から復

旧に至るまで総合的にマネジ

メントできる人材育成のため

に、研修・訓練等へ参加（順

次実施） 

同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

 ■排水活動に資する施設等の整備 

 
・効果的・効率的な排水施設、釜場等の

（施設）整備 
AK,AL 

・効果的・効率的な排水施

設、釜場等の（施設）整備

（H31～順次実施） 

同左 同左 同左  同左  同左 

・各施設管理者において施設の増強や耐水

化等の対策の実施 
緊 21 

・各施設管理者において施設

の増強や耐水化等の対策の実

施（順次実施） 

同左 同左 同左  同左  同左 

・津波浸水リスクの高い地域等において、

水門等の自動化・遠隔操作化を優先的に整

備する対象施設を抽出し、順次整備を実施 

緊 27        

・津波浸水リスクの

高い地域等におい

て、水門等の自動

化・遠隔操作化を優

先的に整備する対象

施設を抽出し、順次

整備を実施（H29～

順次実施） 

■減災・防災に関する国の支援 

 

・災害発生時に被災状況や TEC-FORCE 等に

よる支援活動を情報提供し、地方公共団体

間の相互支援を促し、災害対応力の向上を

図る（再掲） 

緊 32        

・災害発生時に被災

状況や TEC-FORCE 等

による支援活動を情

報提供し、地方公共

団体間の相互支援を

促し、災害対応力の

向上を図る（順次実

施） 
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•令和２年度に、取組方針策定時の当初対象期間とした概ね５年が経過した。
•天神川においては、多くの取組項目が完了しているが、緊急行動計画の改定の項目のうち、一部、未完了の項目や継続して実施すべき避難訓練
等の項目が存在した。
•現在までの取組状況や水防災に係る近年の動向を踏まえて、概ね５年（令和３年〜７年度）に実施する取組を設定した。

1

令和４年５月27日 第10回 減災対策協議会 令和３年度のフォローアップ

■緊急行動計画の改定（平成31年1月29日）
平成30年7月豪雨を受けて、とりまとめられた委員会の答申（H30.12）を踏まえ、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築する取組をさらに
充実し加速するため、多くの主体の事前の備えと連携の強化の観点等より、2020年（令和2年）度を目途に取り組むべき緊急行動計画を54項目に拡充。

平成30年２月８日 第４回 減災対策協議会 減災対策協議会を法定化

■緊急行動計画（平成29年６月20日）
平成28年８月、台風10号等の一連の台風による豪雨災害（中小河川の氾濫）を受けて、とりまとめられた委員会の答申（H29.1）を踏まえ、水防法改正に
基づく協議会の設置、水害対応タイムラインの作成促進、要配慮者利用施設における避難体制構築への支援、水害危険性の周知促進、防災教育の促
進等の32項目をとりまとめた。 ※H29.12.1 中小河川等治水対策プロジェクトを設立し33項目に追加修正

平成28年７月12日 第１回 減災対策協議会 『天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会』設立

平成29年５月17日 第３回 減災対策協議会 平成28年度のフォローアップ

平成30年５月14日 第５回 減災対策協議会 取組方針に緊急行動計画の内容を盛り込む・平成29年度フォローアップ

平成30年12月25日 第６回 減災対策協議会 平成30年度フォローアップ

令和２年６月３日 第８回 減災対策協議会 令和元年度フォローアップ

令和元年５月23日 第７回 減災対策協議会 平成30年度フォローアップ

平成27年12月 社会資本整備審議会答申
「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を変革し、社会全体で洪水氾濫に備える必要がある。

平成27年12月 水防災意識社会再構築ビジョン

平成28年10月７日 第２回 減災対策協議会
「天神川流域の減災に係る取組方針」策定

急激な水位上昇を伴う洪水、浸水が広範囲となり長期化する氾濫特性を踏まえ、大規模水害に対し、ﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄ対策を推進して「逃げ遅れゼロ」・
「社会経済被害の最小化」を目指す

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組
②急流河川の地域特性に応じた効率的、効果的な水防活動
③長期化する浸水を一日も早く解消するための排水活動

目的

取組方針

令和３年５月28日 第９回 減災対策協議会 令和２年度のフォローアップ・取組方針の見直し案の承認

5年を目途に実施

平成27年9月 関東・東北豪雨災害（鬼怒川の洪水氾濫）

これまでの検討経緯

令和５年５月29日 第11回 減災対策協議会 令和４年度のフォローアップ
-39-



■ソフト対策
１．多機関連携型タイムラインの運用
２．まるごとまちごとハザードマップの実施
３．要配慮者利用施設の避難確保計画作成・訓練実施の促進
４．自主防災組織を対象とした防災知識の普及
５．小学校を対象とした防災教育の実施
６．合同点検・操作訓練の実施

■ハード対策
７．排水対策の実施
８．浸透対策、パイピング対策、流下能力対策の実施

令和５年度 天神川減災対策協議会における主な取組状況
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１．多機関連携型タイムラインの運用

3

実際の出水での運用
・令和５年台風第７号

令和５年
６月６日

第11回検討会（令和５年第１回検討会）
□顔合わせ、タイムライン修正版を踏まえた読み合わせ 等

令和６年
２月２日

第12回検討会（令和５年第２回検討会）※

□振り返りアンケート結果、運用支援システム改良方針 等

※書面開催

【関係機関からの主な意見】
• 天神川水害タイムラインのホットライン運用について、現在は、緊急時に県危機管理局
が主導してオンラインで常時接続すると聞いたが、ここはそのように読み替えたらよいか。
松江地方気象台や関係機関とも情報共有できる場と認識している。
【座長講評】
• 線状降水帯が発達すると、タイムラインレベルが「０」や「１」からではなく、「２」や「３」か
ら始まる場合がある。タイムラインレベルが上がるほど時間的な余裕はなくなるので、本検
討会で配布した資料を確認して自機関が何をしなければならないのかを把握していただ
きたい。タイムラインレベルの立ち上げと解除については、倉吉河川国道事務所からメー
ルにより案内があるため留意いただきたい。
運用支援システムについて、本検討会では説明ができなかったが、掲載内容の理解はそ
こまで難しくないので、出水時に円滑な運用ができるように担当者の方は平時から運用
支援システムの習熟を行っていただきたい。

 令和５年度は、小田水位観測所（天神川）や三朝水位観測所（三徳川）において、避難判断水位を超過する出水が発
生したものの、越水・溢水等による浸水被害は生じなかったため、令和５年６月の顔合わせ・読み合わせに加えて、令和６
年２月に出水期でのタイムライン運用を踏まえたタイムライン見直し（案）の確認を実施した。

 具体的に、タイムライン見直し（案）としては、運用支援システムの改良方針の提示を行った。

令和５年度 第１回 天神川水害タイムライン検討会の様子
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１．多機関連携型タイムラインの運用

4

「水位が分かる」の改修イメージ

 出水期振り返りアンケート調査結果を踏まえて、運用支援システムについて下記の通り改良を行う予定です。
 ①河川水位とカメラ画像が同時に確認できるように運用支援システム（水位が分かる）を改修
 ②外部サイトのリンク追加（樋門情報提供システム、とっとり雪みちNavi）
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１．多機関連携型タイムラインの運用

5

樋門情報提供システムのイメージ

 出水期振り返りアンケート調査結果を踏まえて、運用支援システムについて下記の通り改良を行う予定です。
 ①河川水位とカメラ画像が同時に確認できるように運用支援システム（水位が分かる）を改修
 ②外部サイトのリンク追加（樋門情報提供システム、とっとり雪みちNavi）
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１．多機関連携型タイムラインの運用

6

 出水期振り返りアンケート調査結果を踏まえて、運用支援システムについて下記の通り改良を行う予定です。
 ①河川水位とカメラ画像が同時に確認できるように運用支援システム（水位が分かる）を改修
 ②外部サイトのリンク追加（樋門情報提供システム、とっとり雪みちNavi）

「とっとり雪みちNavi」のリンク追加イメージ
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２．まるごとまちごとハザードマップの実施

7

 ハザードマップに記載されている浸水深や避難所等の情報を、標識として「まちなか」に表示することにより、住民の防災への
意識を高めるとともに、浸水深等の知識の普及を図り、発災時には安全かつスムーズな避難行動につなげることを目的に、
天神川水系の沿川自治体では、まるごとまちごとハザードマップを実施しています。

 令和５年度は、倉吉市内で自主防災組織によりまるごとまちごとハザードマップが新たに４か所設置されました。
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２．まるごとまちごとハザードマップの実施

8

 ハザードマップに記載されている浸水深や避難所等の情報を、標識として「まちなか」に表示することにより、住民の防災への
意識を高めるとともに、浸水深等の知識の普及を図り、発災時には安全かつスムーズな避難行動につなげることを目的に、
天神川水系の沿川自治体では、まるごとまちごとハザードマップを実施しています。

 令和５年度は、倉吉市内で自主防災組織によりまるごとまちごとハザードマップが新たに４か所設置されました。

若土自治公民館（若土）上灘コンフォート・ステーション（見日町）

西福守町自治公民館（西福守町） ひかり会館（馬場町）
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３．要配慮者利用施設の避難確保計画作成・訓練実施の促進

9

訓練実施済の
施設数

122倉吉市

5三朝町

19湯梨浜町

26北栄町

避難確保計画に基づく訓練の実施状況

「大規模氾濫減災協議会」の運用について（平成29年6月19日）【抜粋】
７．協議会での取組事項
（１）①－１カ 要配慮者利用施設等における避難確保計画の作成・訓練に対する支援
・洪水浸水想定区域内における要配慮者利用施設及び地下街等の立地状況を確認するとともに、
市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の避難確保計画及 び地下街等の避難
確保浸水防止計画の作成状況、訓練の実施状況を確認する。
・避難確保計画の作成状況や訓練の実施状況を踏まえ、それぞれの取組を促すための支援策
について検討調整する。また、施設職員だけで対応することが難しい場合の地域の支援体制に
ついて検討・調整する。

避難確保計画
作成済み施設数対象施設数

172174倉吉市

1112三朝町

3032湯梨浜町

2632北栄町

避難確保計画の作成状況

作成数・訓練の実施数は、進捗管理表のアンケート結果より集計（R6.3）

 令和元年度より、要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び訓練実施を完了するための取組を加速しています。
 各市町の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成状況も上がっています。
 今後は、避難確保計画の作成に加え、訓練実施の支援も促進する必要があります。
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４．自主防災組織を対象とした防災知識の普及

10

 倉吉河川国道事務所では、近年洪水に関する地域住民の関心が高まる中、積極的に防災講習会を行っています。
令和５年度は、倉吉市下田中地区・上灘地区の住民から要望を受けて講習会を実施しました。

 講習会では、過去の水害写真や洪水浸水想定区域図を用いて各地区の水害リスク等を説明しました。
また、地区住民の高齢化が進んでいることから、避難時の留意事項や早めの避難行動を呼びかけました。

【実施日】令和５年６月29日（火）

【開催場所】下田中町自治公民館
【参加者】下田中地区住民 35名
【感 想】
• 講習を受けてマイ・タイムラインを見直したい
• 改めて防災について考えたい

倉吉市下田中地区 倉吉市上灘地区

【実施日】令和５年７月７日（金）

【開催場所】上灘コミュニティーセンター
【参加者】上灘地区住民 24名
【感 想】
• 講習を受けて避難方法を見直したい
• ゲリラ豪雨による内水氾濫が心配だ

天神川の水位が上がると
近くを流れる玉川に樋門
がないため逆流して氾濫
すると思うので心配だ

川の状況を見るカメラは
あるが夜間は見えずらい
ので見やすくして欲しい
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５．小学校を対象とした防災教育の実施

 倉吉河川国道事務所では、川の防災教育を継続的に実施しており、その取り組みの一環として、倉吉市立小鴨小学校・
河北小学校の保護者・教職員に「天神川の防災（水害）」について出前講座を行いました。

 当日は、天神川の特徴や過去の被害、浸水想定区域、流域治水の取り組みについて説明を行いました。また、各々の家
庭で、水害時の行動計画を立てられるようにするため、マイ・タイムラインの作成手順について説明を行いました。

【実施日】令和５年６月６日（火）

【参加者】保護者・教職員 約60名
【感 想】
• 災害時での対応や避難行動計画を家で確認してみようと思った
• 住む場所の水害の程度が想定でき具体的な逃げ方が分かった
• 改めて水害の恐ろしさを考えることが出来た
• マイ・タイムラインというものを初めて知れたので家族でやってみよう
と思いました

倉吉市立小鴨小学校 倉吉市立河北小学校

【実施日】令和５年11月20日（月）

【参加者】生徒 約50名
【感 想】
• 珍しい生き物が色々知れた
• 天神川の災害がネットより詳しく知れた
• 天神川の名前の由来が分かった
• 上流にオオサンショウウオがいることが分かった
• 天神川の事がよく分かった
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６．合同点検・操作訓練の実施

 天神川水系直轄管理河川に係る洪水時に危険が予測され重点的に点検が必要な箇所（重要水防箇所）について、沿川
の自治体（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町）及び水防団と合同点検や情報共有を行いました。

 倉吉河川国道事務所では、出水期に備え、非常時における災害復旧作業を迅速に行うことを目的として災害対策用機械
（排水ポンプ車等）の操作訓練を実施しました。

重要水防箇所 合同点検 災害対策用機械 操作訓練

排水吐口（川表側）

排水吞口（川裏側）

三朝町

北栄町
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７．排水対策の実施

 倉吉市福庭東地区では、近年の豪雨災害で浸水被害が頻発している。倉吉市は、浸水被害を防止するために、北田川に
簡易堰を設置しました。令和6年度には、排水ポンプを併用した浸水対策効果検証を実施予定です。

 倉吉市は、令和4年度末に購入した排水ポンプ車を、令和5年台風第7号で不入岡排水樋門に配備して運用を行いました。
倉吉河川国道事務所と連携した排水対策により、西福守地区の浸水被害軽減に貢献しました。

簡易堰の設置（福庭東地区） 排水ポンプ車の運用（西福守地区）

簡易堰設置のイメージ 配備した排水ポンプ車（排水能力︓30m3/分）
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８．浸透対策、パイピング対策、流下能力対策の実施

14

 倉吉河川国道事務所では、氾濫による危険性が特に高い区間において、
洪水を安全に流下させるため必要な樹木伐採・河道掘削等を実施して
います。

 令和5年度は、小鴨川（生竹地区）において洪水時に増水した河川水を
安全に流下できるように河道掘削を実施しました。また、洪水による堤防
の侵食を防ぐために根固め工を整備しました。

＜河道掘削前＞ ＜河道掘削後＞
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令和６年度 天神川減災対策協議会における主な取組予定

■ソフト対策
１．多機関連携型タイムラインの運用
２．まるごとまちごとハザードマップの実施
３．要配慮者利用施設の避難確保計画作成・訓練実施の促進
４．マイ・タイムラインの作成支援
５．内外水一体型水害リスクマップの作成

■ハード対策
６．避難所の整備
７．浸透対策、パイピング対策、流下能力対策の実施
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②総括版︓班長等が俯瞰的に作業の漏れがないかを確認できるタイム
ライン（水位上昇が早い天神川でも、短時間で最低限実施すべき内容
がチェックできる）
A２サイズ

総括版は折りたたみ、
持ち運びが可能な形式

天神川水害タイムライン総括版

１．多機関連携型タイムラインの運用

16

③タイムライン運用支援システム︓タイムラインに必要な防災情報を
集約したシステム

運用支援システム

 天神川水害タイムライン検討会では、出水期でのタイムライン運用を踏まえたアンケート調査を実施し、この結果を踏まえた
①タイムライン詳細版の見直し、②タイムライン総括版の見直し、③運用支援システムの改良を実施しています。

 令和６年度の出水期前を目途に、令和６年度の運用について説明するための検討会の開催を予定しています。

①詳細版︓担当者が詳細な対応を確認できるタイムライン

天神川水害タイムライン詳細版

◎：主体的な行動、情報の発信

○：行動の支援・協働、情報収集、伝達

・避難判断水位超過・中小河川の氾濫による浸水発生のおそれ・暴風域内(風速20m/s以上)・台風情報・気象情報・大雨(浸水害・土砂災害)警報・洪水警報・暴風警報・洪水予報（氾濫警戒情報）・水防警報（指示）

天神川水害タイムライン（令和元年度版）【詳細版】 〔タイムラインレベル3〕
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防災行動項目 実施状況チェック欄 役割

第1階層 No. 第2階層

チ

ェ
ッ
ク

325 □ タイムラインのレベル移行の検討 ◎ ◎ ◎

326 □ タイムラインのレベル移行の周知 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

327 □ 災害警戒本部の設置検討・準備 ◎ ◎ ◎

328 □ 職員の参集 ◎ ◎ ◎

329 □ 災害警戒本部の設置 ◎ ◎ ◎

330 災害対策に関する会議の開催 □ 会議資料の作成 ◎ ◎

331 □ 本部設置検討・準備 ◎ ○ ○ ○

332 □ 本部設置 ◎ ○ ○ ○

333 □ 本部設置を周知 ○ - ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

334 □ マスコミからの問合せ窓口設置 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

335 □ 本部設置検討・準備 ◎ ◎ ◎

336 □ 本部設置 ◎ ◎ ◎

337 □ リエゾン受入れ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

338 □ リエゾン派遣 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

339 防災エキスパート等の要請 □ 防災エキスパート等の要請 ◎

340 建設業協会、測量設計業協会への出動要請 □ 各協会への連絡 ◎

タイムラインの運用 タイムラインの立ち上げ・レベル移行

①組織体制 警戒本部の設置

災害対策本部の設置【自治体】

※もしくは警戒本部等

災害対策本部の設置【自治体以外の機関】

※もしくは警戒本部、災害対策連絡室等

リエゾン体制の確認

多機関連携型タイムラインのイメージ

「いつ」
• 防災行動を行うタイミング（TLレベル毎に
発表情報や状況を整理）

「誰が」
• 担当機関の防災行動の役割を表示
◎︓主体的に行動する機関
○︓支援または協働する機関

「何をするか」
• 行動は、階層別に記載
• 既存の防災計画等と整合性を
踏まえて防災行動を整理

A３サイズ
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２．まるごとまちごとハザードマップの実施

17

 天神川水系では、住民の防災意識向上や浸水深等の普及を目的に、まるごとまちごとハザードマップの整備を進めています。
 倉吉河川国道事務所では、天神川流域市町のまるごとまちごとハザードマップ設置を支援するために、依頼があった施設等
について、洪水浸水想定区域の浸水深の確認等を行っています。

 倉吉市は、令和２年度よりまるごとまちごとハザードマップの設置を実施しており、令和４年度から自主防災組織による標識
設置に対する補助金制度を導入しています。令和6年度も、引き続き補助金制度を活用した標識設置を予定しています。

実施フロー詳細図 （まるごとまちごとハザードマップ実施の手引き 第２版 P.5）

設置予定箇所の浸水深の確認

-55-



３．要配慮者利用施設の避難確保計画作成・訓練実施の促進

18

 令和元年度より、要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び訓練実施を完了するための取り組みが加速しています。
 天神川流域市町の要配慮者利用施設において、避難確保計画の作成率は高い状況ですが、引き続き未作成の施設の
避難確保計画の作成支援や避難確保計画に基づく訓練実施の支援をお願いします。

 参考資料に、避難確保計画支援動画及び避難確保計画の作成・活用に関するリーフレットを付けております。

避難確保計画に関する事務連絡 避難確保計画支援動画に関する説明資料（参照資料）
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４．マイ・タイムラインの作成支援

19

 マイ・タイムラインとは住民一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）であり、台風等の接近による大雨によって河川の水位が
上昇する時に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理したものです。

 マイ・タイムラインの作成支援のためのツールとして、「逃げキッド」や「マイ・タイムラインかんたん検討ガイド」、「マイ・タイムライン
検討のためのワークショップの進め方」などを国土交通省HPで確認可能です。

要配慮者マイ・タイムライン

いつ 何を

マイ・タイムラインのイメージ

マイ・タイムライン作成支援のためのツール

逃げキッド マイ・タイムライン
かんたん検討ガイド

マイ・タイムライン検討のための
ワークショップの進め方

逃げキッドを活用したタイムラインの作成方法解説動（YouTube）

動画︓岡谷さんのマイ・タイムライン
（https://www.youtube.com/
watch?v=5RgYuFgeJoo）
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内外水一体型水害リスクマップのイメージ

５．内外水一体型水害リスクマップの作成

 現在公表されている洪水浸水想定区域図は、一般的に大河川・中小河川・下水道等の管理者別に作成・提供されており、
それぞれが対象としている降雨規模等が異なることから、防災まちづくりの検討や避難検討で必要となる場所ごとのリスク情報
を得るうえで十分とはいえない場合があります。

→沿川自治体が水害リスクを評価し、中〜高頻度の被害を軽減する減災対策（防災まちづくり､田んぼダム等）の検討や
避難検討（本川氾濫前に支川・内水氾濫により避難し難くなる場所の確認等）に活用できるように、今後河川管理者が
内外水一体型水害リスクマップを作成する。河川毎ではなく支川や内水（下水道等）も考慮し、浸水しやすい地域や氾濫
シナリオなどを検討し、自治体へ水害リスクを情報提供していきます。
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６．避難所の整備

 天神川水系内で大規模な水害が発生し、多くの住民が避難所に避難する状況に陥った場合、避難者数のキャパシティに
対して、既存のトイレ数では不足することが想定されます。

 倉吉市は、避難してきた住民に衛生的な環境を提供するために、R６年度からR７年度にかけて市内の全小学校を対象に
マンホールトイレを整備します（R６年度は、校区人口が多い河北小、西郷小、上灘小、社小、小鴨小学校で実施予定）。

マンホールトイレの構造

設置イメージ マンホールトイレ整備イメージ
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７．浸透対策、パイピング対策、流下能力対策の実施

22

 気候変動により頻発・激甚化する水害・土砂災害等に対する安全度の向上を図るために、これまでの河川管理者等による
対策でなく、流域のあらゆる関係者の協働によるハード・ソフト一体の水災害対策として「流域治水」を推進しています。

 天神川水系における流域治水の一環として、小鴨川（生竹地区）において、河道掘削等を実施し、早期に安全性の向上を
図ります。

■事業箇所
鳥取県倉吉市耳地先

■期待される整備効果
河道掘削を実施することで、 戦後最大の洪水となる
伊勢湾台風(昭和34年９月)が再び発生した場合
において、周辺地域の浸水被害の防止が図られます。

【整備イメージ】

河川の断面を広げることにより、
洪水を安全に流す能力が向上する。

耳地区安歩地区

■令和６年度 事業実施箇所

倉吉市耳

倉吉市関金町安歩
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○各取組項目におけるスケジュール（天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会）　平成28年度～令和7年度
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毎年
　４月２月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-1-1浸透対策、パイピング対策、流下能力
対策の実施
　　　天神川　牧地区（パイピング対策、流下
能力対策）の実施

R3 ● 【国交省】：事業完了 【国交省】：事業完了

   　 国府川　米積（パイピング対策、流下能
力対策）の実施

R3 ● 【国交省】：事業完了 【国交省】：事業完了

　　　小鴨川　中流部（流下能力対策）の実施 R7 ● 【国交省】：継続実施 【国交省】：継続実施

1-2-1
　堤防天端の保護を目的とした舗装の実施

H28
（R2～県）

● 【鳥取県】：事業完了 【鳥取県】：事業完了

1-3-1
　洪水に対しリスクの高い箇所を監視する危
機管理型水位計の整備

順次実施 ● 【鳥取県】：１基設置
【鳥取県】：中部管内で１基設
置予定

1-3-2
　避難の目安となる目標物等のリアルタ
イム映像（河川監視用カメラ）の提供設
備の整備及び夜間監視のための検討

H28～
継続実施

● ●
【国交省】：整備完了。引き続
き改修などを継続実施。
【鳥取県】：１基設置

【国交省】：整備完了。引き続
き改修などを継続実施。
【鳥取県】：中部管内で１基設
置予定

1-3-3
　浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠
点病院等に関する情報を共有し、各施設
管理者等に対する洪水時の情報伝達体
制・方法について検討

H28～
継続実施

● ● ● ● ● ●

【国交省】：作成支援の継続
【鳥取県】：水位周知河川等以外の
河川について、想定最大規模の洪
水浸水想定区域図の作成
【倉吉市】：実施済み
【三朝町】：継続支援
【湯梨浜町】：実施済み
【北栄町】：要配慮者利用施設の避
難確保計画作成支援

【国交省】：作成支援の継続
【鳥取県】：要請があれば支援、水
位周知河川等以外の河川につい
て、想定最大規模の洪水浸水想定
区域図の作成
【倉吉市】：実施済み
【三朝町】：継続支援
【湯梨浜町】：実施済み
【北栄町】：要配慮者利用施設の避
難確保計画作成支援

1-3-4
　想定最大規模降雨の浸水想定区域図に
基づく行政機関の災害対策本部や災害拠
点病院等の機能確保対策（耐水化、非常
用電源等）の検討

H28～
継続実施

● ● ● ● ● ●

【国交省】：作成支援の継続
【鳥取県】：作成支援の継続
【倉吉市】：本庁舎の非常用自
家発電を72時間対応に強化
【三朝町】：庁舎の非常用自家
発電装置の嵩上設計完了
【湯梨浜町】：実施済み
【北栄町】：継続実施

【国交省】：作成支援の継続
【鳥取県】：作成支援の継続
【倉吉市】：：実施済み
【三朝町】：庁舎電気設備の嵩
上げ工事を予定
【湯梨浜町】：実施済み
【北栄町】：継続実施

1-3-5
　避難場所・避難所の確保及び関係防災
施設の整備についての検討・調査

H28～
継続実施

● ● ● ● ● ○ ○

【倉吉市】：避難所へのマン
ホールトイレ整備を検討
【三朝町】：継続検討
【湯梨浜町】：民間施設との協
定により車中避難場所を確保
【琴浦町】：
【北栄町】：継続実施

【倉吉市】：5避難所へマンホー
ルトイレを整備
【三朝町】：継続検討
【湯梨浜町】：継続検討
【琴浦町】：
【北栄町】：継続実施
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浜
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倉
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河
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平成２８年度 平成２９年度

協議会開催
毎年

出水期前
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事    項

平成３０年度 令和元年度
具体的な取組の柱

実施期間

実施する機関

幹事会開催

１．逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

１期 ２期

1-1洪水を安全に流すためのハード対策の推進

1-2危機管理型ハード対策の推進

1-3避難行動に資する基盤等の整備

令和５年度　取組状況 令和６年度の取組予定

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

第２回

10月7日

設計

第５回

5月14
日 第６回

12月25日

現地施工

整備方針の検討

20基施工

倉吉河川国道事務所

機能確保対策の検討

庁内改修等

策定支援・情報提供

設置計画作成

危険箇所の把握

避難場所・避難所確保数等の検討・設定

第１回

7月12日

7月21日

8月18日

3月28日

4月27日

施工

施工施工

基準観測所の10分間静止画像の提供

対策完了

災害対策室移動（２Ｆ→３Ｆ）

用地調査

施工

第３回

5月17日
第４回

2月8日

3月23日

施工

庁舎や災害拠点病院の情報共有・洪水時の情報伝達体制・方法の検討

監視カメラの整備

施設浸水深情報の提供

中部総合事務所

防災対策機能強化整備

4月23日

各市・町の機能確保対策の検討

災害拠点病院の機能確保対策の検討

取組方針に基づく区間

については対策完了

情報提供

情報提供1基施工

情報提供3基施工

3月14日

掘削等について、整備計画に基づき継続して実施

第７回

5月23日

5月17日

第８回

6月3日

河川監視カメラの増設や夜間監視のための改修等の実施

5基施工 情報提供

第9回
5月28日

5月18日

第10回
5月27日

5月23日

第11回
5月29日

赤：市町の取組、緑：県の取組、青：国の取組、橙：市町・県・国が協力して実施する取組、紫：県・国が協力して実施する取組、桃：市町・国が協力して実施する取組　　　　　塗りつぶし：実施済みの項目、斜線：予定の項目（未実施）-61-



○各取組項目におけるスケジュール（天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会）　平成28年度～令和7年度
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平成２８年度 平成２９年度

事    項

平成３０年度 令和元年度
具体的な取組の柱

実施期間

実施する機関
１期 ２期

令和５年度　取組状況 令和６年度の取組予定

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

1-4-1
 　県管理区間や天神川氾濫に関係する２級
 河川における想定最大規模降雨を対象とした
 浸水想定区域図及び氾濫シミュレーションの
 公開

H30  ●

【国交省】：実施済み
【鳥取県】：水位周知河川等以
外の河川について、想定最大
規模の洪水浸水想定区域図
の作成

【国交省】：実施済み
【鳥取県】：水位周知河川等以
外の河川について、想定最大
規模の洪水浸水想定区域図
の作成

【倉吉市】：必要に応じて避難
計画の見直しを検討
【三朝町】：施設の現状に応じ
て検討
【湯梨浜町】：継続検討
【北栄町】：見直し継続

【倉吉市】：必要に応じて避難
計画の見直しを検討
【三朝町】：施設の現状に応じ
て検討
【湯梨浜町】：人口集中地域に
ついて検討
【北栄町】：見直し継続

【倉吉市】：必要に応じて避難
計画の見直しを検討
【三朝町】：避難計画の確認
【湯梨浜町】：必要に応じて検
討
【北栄町】：見直し継続

【倉吉市】：必要に応じて避難
計画の見直しを検討
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：必要に応じて検
討
【北栄町】：見直し継続

【倉吉市】：継続検討
【三朝町】：継続検討
【湯梨浜町】：継続検討
【北栄町】：継続実施

【倉吉市】：継続検討
【三朝町】：継続検討
【湯梨浜町】：継続検討
【北栄町】：継続実施

【倉吉市】：継続協議
【三朝町】：県・圏域市町で協
議検討
【湯梨浜町】：関係機関との協
議・調整
【北栄町】：県・圏域市町で協
議検討

【倉吉市】：継続協議
【三朝町】：県・圏域市町で協
議検討
【湯梨浜町】：関係機関との協
議・調整
【北栄町】：県・圏域市町で協
議検討

1-4-5
　水害ハザードマップの作成・改良後
は、国において速やかに国土交通省ハ
ザードマップポータルサイトへ登録し、
住民等へ広く周知

順次実施 ● 【国交省】：継続実施 【国交省】：継続実施

【倉吉市】：自主防災組織のま
るごとまちごとHM設置に対す
る補助を継続実施
【三朝町】：継続検討
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：見直し継続

1-4-1
　天神川直轄区間・県管理区間及び天神
川氾濫に関係する２級河川における想定
最大規模降雨における洪水浸水想定区域
図、新たに設定された家屋倒壊等氾濫想
定区域、土砂災害警戒区域等に基づく避
難場所、避難所、避難経路の設定及び避
難計画の見直し。当該市町村内の避難場
所だけで避難者を収容できない場合等に
おいては、協議会の場等を活用して、隣
接市町村等における避難場所の設定や洪
水時の連絡体制等について検討・調整を
実施
1-4-2
　必要に応じ広域的な避難の検討及び関
係行政機関との協議・調整を図り、水害
ハザードマップへ反映（1-5避難の円滑
化・迅速化を図るための取り組み該当）
1-4-3
　想定最大規模降雨の浸水想定区域図に
基づく水害ハザードマップを作成し、洪
水浸水想定区域内の各戸・自主防災組織
への配布やまるごとまちごとハザード
マップによる災害リスクの現地表示の実
施

H28～継
続実施

● ● ● ● ● ● ○ ●

【倉吉市】：自主防災組織のま
るごとまちごとHM設置に対す
る補助制度により、4箇所設置
【三朝町】：継続検討
【湯梨浜町】：県により県管理
施設へ浸水想定深看板を設
置
【北栄町】：見直し継続

1-4想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップの作成・
周知等

県管理河川の浸水想定区域図

検討・作成

公表

広域的な避難の必要性の検討

広域的な避難の関係機関との協議・調整

合併図の作成

水害ハザードマップの周知

説明資料作成・提供

倉吉（検討会）

避難場所・避難所確保数等の検討・設定

策定支援・情報提供

避難計画の見直し

ハザードマップの作成 ハザードマップの作成及びまるごとまちごとハザードマップの実施

赤：市町の取組、緑：県の取組、青：国の取組、橙：市町・県・国が協力して実施する取組、紫：県・国が協力して実施する取組、桃：市町・国が協力して実施する取組　　　　　塗りつぶし：実施済みの項目、斜線：予定の項目（未実施）-62-



○各取組項目におけるスケジュール（天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会）　平成28年度～令和7年度
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平成２８年度 平成２９年度

事    項

平成３０年度 令和元年度
具体的な取組の柱

実施期間

実施する機関
１期 ２期

令和５年度　取組状況 令和６年度の取組予定

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

1-5-1
出水期前にホットラインの構築状況、

タイミングを確認

H28～
定期的に

実施
● ● ● ● ● ● ● ●

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：継続実施
【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：継続実施
【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

1-5-2
 県 管 理 区 間 の 氾 濫 危 険 水 位 等 の 見 直 し

 に 伴 う 市 町 の 避 難 勧 告 等 判 断 基 準 の 見 直
 し 、 ま た 、 こ れ に 伴 う 避 難 勧 告 発 令 等 に
 着目した水害対応タイムラインの変更

 H28～検
 討実施

 ●  ●  ●  ●  ○  ○  ○

1-5-3
 水 害 対 応 タ イ ム ラ イ ン を 活 用 し て 、 河

 川 管 理 者 は 洪 水 対 応 訓 練 を 実 施 し 、 ま た
 市 町 は 関 係 機 関 と 連 携 し て 避 難 訓 練 等 を
 実 施 し て 、 明 ら か に な っ た 課 題 等 を 踏 ま
 え 、 避 難 勧 告 の 発 令 基 準 や 水 害 対 応 タ イ
 ムライン等を見直し

 順次実施  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

1-5-4
夜間、荒天時の避難勧告等の発令基準

の作成・避難誘導体制の検討

H28～
継続実施

● ● ● ●

【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続検討
【北栄町】：継続実施

1-5-5
水害ハザードマップの作成、周知及び

訓練等への活用に関する優良事例を収集
し、「水害ハザードマップ作成手引き」
を充実し市町へ提供

H30～
継続実施

● 【国交省】：継続実施 【国交省】：継続実施

1-5-6
水害ハザードマップを活用した訓練の

実施やマイ・タイムラインの作成促進

H30～
継続実施

● ● ● ●

【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

1-5-7
　避難所開設等災害対応人員の確保

H28～
継続実施

● ● ● ●

【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

1-5-8
ダム事前放流の実施

R2～ ● 【鳥取県】：工事の為中断中 【鳥取県】：R6.5～再開予定

1-5-9
民間企業による水害対応版ＢＣＰ策定を
促進するための支援

R3～ ● ● ● ● ● ●

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：特になし
【倉吉市】：実績なし
【三朝町】：実績なし
【湯梨浜町】：策定支援
【北栄町】：実績なし

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：要請があれば支援
【倉吉市】：要望があれば支援
【三朝町】：要請があれば支援
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：策定支援

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：継続実施
【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

【国交省】：継続支援
【鳥取県】：継続支援
【倉吉市】：172/174施設計画作成
                 122/174施設訓練実
施
【三朝町】：継続支援
【湯梨浜町】：30/32施設計画作成
　　　　　　       19/32施設訓練実
施
【北栄町】：26/32施設計画作成
　　　　　　   26/32施設訓練実施

【国交省】：継続支援
【鳥取県】：継続支援
【倉吉市】：継続支援
【三朝町】：継続支援
【湯梨浜町】：継続支援
【北栄町】：継続支援

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：継続実施
【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

1-5-3
　要配慮者利用施設の避難確保計画の作
成の促進・避難訓練の実施

H28～
継続実施

● ● ● ● ○ ○

1-5-2
　多機関連携型タイムラインの運用及び
訓練や出水期明けの振り返り検討会を踏
まえた見直し

R2～
継続実施

● ● ● ● ● ● ●

1-5避難の円滑化・迅速化を図るための取り組み

水害に対する警戒・

避難情報のあり方検討会

タイムラインの変更(L1)

発令基準の作成（夜間・荒天・広域）

人員の確保・避難誘導体制の検討

作成支援・情報提供

水害ハザードマップ活用事例の収集

「水害ハザードマップ作成手引き」の充実・提供

避難勧告の発令基準や水害対応タイムラインの見直し（必要に応じ実施）

水害ハザードマップの訓練への活用

水害対応タイムラインを活用した訓練の実施

9/2北栄町総合防災訓練
5/28天神川

総合水防演習

4/28風水害

対策訓練

4/25風水害

対策訓練

10/21湯梨浜町総合防災練

10/11
事業者説明会

策定支援・情報提供

2/24・3/21
事業者説明会（国・

5/23
事業者説明会

11月末

事業者説明

多機関連携型タイムラインの策定 運用・見直し

要配慮利用施設の避難確保計画の作成支援及び訓練実施の支援

治水協定の策定 事前放流の実施

水害ハザードマップを活用した訓練の実施やマイ・タイムラインの作成促進

赤：市町の取組、緑：県の取組、青：国の取組、橙：市町・県・国が協力して実施する取組、紫：県・国が協力して実施する取組、桃：市町・国が協力して実施する取組　　　　　塗りつぶし：実施済みの項目、斜線：予定の項目（未実施）-63-



○各取組項目におけるスケジュール（天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会）　平成28年度～令和7年度
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平成２８年度 平成２９年度

事    項

平成３０年度 令和元年度
具体的な取組の柱

実施期間

実施する機関
１期 ２期

令和５年度　取組状況 令和６年度の取組予定

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

1-6市長・町長に対し助言を行う者の育成及び派遣

1-6-1
市長・町長に対し助言を行う者の育成

及び派遣

1-6-2
河川防災担当職員等を対象とした研修

の実施

H28～定
期的に実

施
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：災害対策基本法に
基づく｛助言」に関する研修会
を実施
【倉吉市】：研修参加
【三朝町】：研修会の参加
【湯梨浜町】：研修等への参加
【北栄町】：研修等への参加

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：継続実施
【倉吉市】：研修参加
【三朝町】：研修等への参加
【湯梨浜町】：研修等への参加
【北栄町】：継続実施

1-6-3
災害対応の初動対応から復旧に至るま

で総合的にマネジメントできる人材育成
のために、研修・訓練等へ参加
（市町職員の水害リスク学習会）
（3-1排水作業準備計画の作成及び排水訓
練の実施にも該当）

H30～
継続実施

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：防災士養成研修の
開催等
【倉吉市】：研修参加
【三朝町】：研修等参加なし
【湯梨浜町】：研修・訓練等へ
の参加
【北栄町】：研修等への参加

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：継続実施
【倉吉市】：研修参加
【三朝町】：研修・訓練等への
参加
【湯梨浜町】：研修・訓練等へ
の参加
【北栄町】：継続実施

1-7防災教育（学習）や防災知識の普及

1-7-1
教育関係者等と連携して指導計画の作

成支援及び地域の特性に合わせた教材等
の作成

H28年～
順次実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

1-7-2
天神川水系の特徴を踏まえた水害（防

災）教育の拡充のために、教育関係者等
と連携して作成した指導計画及び地域の
特性を踏まえて作成した教材を活用した
支援を実施

H28年～
継続実施

● ● ● ● ● ○ ●

【国交省】：小鴨小学校(R5.6.6)、河北小
学校(R5.11.20)への出前講座
【鳥取県】：北谷小学校で防災教育を実施
【倉吉市】：学校への出前講座を実施
【三朝町】：三朝中学校で防災学習を実施
(R5.6)
【湯梨浜町】：防災マップを活用した学習
支援
【北栄町】：北条小児童へ防災学習を実
施

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：継続実施
【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続支援
【北栄町】：継続実施

1-7-4
学校教育関係者向け研修や講座等の開

催及び講師等の派遣

H29～定
期的に実

施
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 【国交省】：継続実施 【国交省】：継続実施

1-7-5
河川防災に関わる市町の防災担当者向

けの説明会の開催

H28～
継続実施

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 【国交省】：6月6日開催 【国交省】：継続実施

【国交省】：下田中町自治公民館
(R5.6.29)、上灘コミュニティーセン
ター(R5.7.7)、駄経寺町自治公民館
(R5.10.19)への講習会
【鳥取県】：みどり町自主防災会、
玉川を美しくする会で説明
【倉吉市】：地域の役員等へ研修を
実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：要請のあった自主防
災組織等の17団体で防災講習を
実施
【北栄町】：要請のあった自主防災
組織への防災研修会実施

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：継続実施
【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：要請のあった自主
防災組織への防災研修会実
施

1-7-3
　自主防災組織（自治会等）を対象とし
た防災知識の普及及び防災マップの作成
支援の拡充、ダムや堤防等の施設の機能
等に関する住民への説明会や情報提供を
定期的に実施

H28年～
継続実施

● ● ● ● ● ○ ○ ○

6/8洪水予報

連絡会

（28名参加）

指導計画の作成（高城小学校をモデル）

上小鴨小学校

において出前講座実施

モデル学校での実施

今後の展開の検討

洪水予報

連絡会

洪水予報

連絡会

自治会、市町の要請に基づき支援

講習会・自治会の検討会等への参加）

他機関と連携して取組を実施

関連市町における全ての学校に共有

指導計画の作成支援

各市町教育委員会に

教材を配布し実施を依頼

6/7洪水予報連絡会

（第1回勉強会）

（28名参加）

11/22第2回勉強会

(12名参加)

洪水ハザードマップの周知に

関する説明会（6名参加）

防ステ見学会

（計7回）

防ステ見学会

（計8回）

防ステ見学会

（計19回）

6/7洪水予報

連絡会

（24名参加）

洪水ハザードマップの周知

に関する説明（6名参加）

6/7第1回

勉強会（8名参加）

11/22第2回

勉強会（12名参加）

勉強会
勉強会

人材育成のために研修・訓練等へ参加

勉強会
勉強会

勉強会
勉強会

勉強会
勉強会

関係市町における小中学校での防災教育の実施

洪水予報

連絡会

洪水予報

連絡会

洪水予報

連絡会

洪水予報

連絡会

洪水予報

連絡会

防ステ見学会 防ステ見学会 防ステ見学会

赤：市町の取組、緑：県の取組、青：国の取組、橙：市町・県・国が協力して実施する取組、紫：県・国が協力して実施する取組、桃：市町・国が協力して実施する取組　　　　　塗りつぶし：実施済みの項目、斜線：予定の項目（未実施）-64-



○各取組項目におけるスケジュール（天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会）　平成28年度～令和7年度
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浦
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鳥
取
県

気
象
台

倉
吉
河
国

平成２８年度 平成２９年度

事    項

平成３０年度 令和元年度
具体的な取組の柱

実施期間

実施する機関
１期 ２期

令和５年度　取組状況 令和６年度の取組予定

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

1-8避難を促す状況情報の提供

1-8-1
「川の防災情報」や地上デジタル放送

のデータ放送、水害リスクラインの活用
促進のための周知

H28～
継続実施

● 【国交省】：継続実施 【国交省】：継続実施

1-8-2
避難の目安となる目標物やリアルタイ

ム映像の配信・共有

H28～
継続実施

●
【国交省】：各HPや放送事業
者と共有

【国交省】：継続実施

1-8-3
自主防災組織（自治会等）への情報提

供の現状と課題把握を踏まえた災害時の
情報収集方法等の周知

H28～
継続実施

● ● ● ● ● ○ ○ ○

【倉吉市】：HP、市報、HM、防
災マップ等で周知を実施
【三朝町】：防災マップによる
周知
【湯梨浜町】：防災マップを活
用して周知
【北栄町】：継続実施

【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：防災マップによる
周知
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：継続実施
【倉吉市】：防災無線放送を確
認できるアプリの導入
【三朝町】：継続実施（ヤフー
防災アプリ等）
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：防災アプリ導入予
定

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：継続実施
【倉吉市】：LINEを追加
【三朝町】：継続実施（ヤフー
防災アプリ等）
【湯梨浜町】：町公式LINEを新
設
【北栄町】：ヤフー防災等によ
る発信、防災アプリ導入検討

1-8-4
　スマートフォン等によるプッシュ型の
洪水情報発信やSNS、QRコード等を活用し
たより分かりやすい防災情報の提供

H29～
継続実施

● ● ● ● ● ● ● ●

事務所ＨＰ

で周知

６月新聞広告

リアルタイム映像の配信

防災無線で周知

６月初旬 ６月初旬

雨天時等の課題について意見交換

プッシュ型の洪水情報

発信体制を整備
市町の広報にエリアメールの

運用開始について掲載して周知 広報

5/17
第3回協議会

2/8
第4回協議会

６月新聞広告

防災無線以外の情報提供

・収集方法等の検討・整備・周知

６月新聞

倉吉市報による情報提供

広報

６月初旬 ６月初旬 ６月初旬 ６月初旬 ６月初旬

赤：市町の取組、緑：県の取組、青：国の取組、橙：市町・県・国が協力して実施する取組、紫：県・国が協力して実施する取組、桃：市町・国が協力して実施する取組　　　　　塗りつぶし：実施済みの項目、斜線：予定の項目（未実施）-65-



○各取組項目におけるスケジュール（天神川水系大規模氾濫時の減災対策協議会）　平成28年度～令和7年度
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事    項

平成３０年度 令和元年度
具体的な取組の柱

実施期間

実施する機関
１期 ２期

令和５年度　取組状況 令和６年度の取組予定

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

２．急流河川の地域特性に応じた効率的・効果的な水防活動
2-1水防活動に資する基盤等の整備

2-1-1
　河川のリアルタイム映像（河川監視用カメ
ラ）の配信、共有（行政向け）

H29～
継続実施

○ ○ ○ ○ ● ●
【国交省】：youtube等で配信
【鳥取県】：HPにて配信

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：継続実施

2-2水防活動の効率化及び水防体制の強化

2-2-1
　水防団員の募集、自主防災組織、企業
等の参画を促すための具体的な広報の進
め方について検討

H30～
継続実施

● ● ● ● ● ●

【鳥取県】：特になし
【倉吉市】：水防団員（消防団
員）と大学生の交流会を実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

【鳥取県】：特になし
【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：継続実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

2-2-2
　洪水に対しリスクが高い区間（重要水
防箇所等）について、水防団や自主防災
組織（自治会）が参加した合同点検

H28年～
定期的に

実施
○ ○ ○ ○ ○ ●

【国交省】：合同点検を実施
(R5.5.30)
【鳥取県】：（防災ボランティア
（職員ＯＢ）との堤防点検はコ
ロナ対策のため職員のみで実
施）

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：防災ボランティア
（職員ＯＢ）との堤防点検を実
施予定

2-2-4
　備蓄水防資機材の情報の共有、非常時
の相互支援方法の確認

H28年～
定期的に

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

【国交省】：出水期前にとりまと
め水防連絡会で情報共有

【国交省】：継続実施

2-2-5
　大規模な氾濫に対してより広域的、効
率的な水防活動が実施できるよう関係者
の協力内容等について検討・調整

R2～
継続実施

● ● ● ● ● ● ○ 【鳥取県】：特になし 【鳥取県】：今後適宜検討

2-2-6
　災害発生時に被災状況やTEC-FORCE等に
よる支援活動を情報提供し、地方公共団
体間の相互支援を促し、災害対応力の向
上を図る

H30～
継続実施

●
【国交省】：出水期前にとりまと
めて市町へ情報共有

【国交省】：継続実施

３．長期化する浸水を一日も早く解消するための排水活動等の取組
3-1排水作業準備計画の作成及び排水訓練の実施

3-1-1
 排 水 手 法 の 検 討 を 行 い 、 大 規 模 水 害 を 想 定

 した排水計画の作成
H30  ●  ●  ●  ●  ●  ●

3-1-1
排水作業準備計画に基づいたシミュ

レーション（机上訓練、実地訓練等）の
実施

H31～定期
的に実施

○ ○ ○ ○ ● ●

【国交省】：6月7日排水訓練を
実施
【倉吉市】：6月17日排水ポン
プ車の排水訓練を実施

【国交省】：継続実施
【倉吉市】福守地区及び福庭
東地区において排水訓練を実
施

3-2排水活動に資する施設等の整備

3-2-1
　効果的・効率的な排水施設、釜場等の
（施設）整備

3-2-2
　各施設管理者において施設の増強や耐
水化等の対策の実施

H31～
継続実施

● ● ● ● ● ●

【鳥取県】：流域治水分科会で
市町と対策検討
【倉吉市】：福守地区において
排水ポンプ車の運用開始。福
庭東地区において、浸水対策
として簡易堰を設置。上井雨
水排水ポンプ場の耐震診断を
実施。
【三朝町】：国と協議検討
【湯梨浜町】：龍島排水機の効
果確認
【北栄町】：各施設管理者にお
いて検討実施

【鳥取県】：流域治水分科会で
市町と対策検討
【倉吉市】：福庭東地区の可搬
式ポンプによる排水作業体制
を確立。成徳地区に排水ポン
プ車を整備。成徳地区雨水排
水路整備。西倉吉排水区貯留
池ポンプ施設基本設計。
【三朝町】：継続検討
【湯梨浜町】：松崎排水機場の
設置検討
【北栄町】：各施設管理者にお
いて検討実施

3-2-3
 　フラップ化等の無動力化を優先的に整備す
 る対象施設を抽出し、順次整備を実施

 H29～順
 次実施

 ●

●：取組計画書の作成機関

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：HPで水防工法の周知、
他水系で水防訓練（国主催）実施
予定
【倉吉市】：継続実施
【三朝町】：水防団による訓練実施
【湯梨浜町】：継続実施
【北栄町】：継続実施

【国交省】：継続実施
【鳥取県】：5/28水防訓練実施
【倉吉市】：総合防災訓練で実施
【三朝町】：県水防訓練に参加
【湯梨浜町】：浸水を想定した総合
防災訓練を実施
【北栄町】：県水防訓練へ参加

●
2-2-3
　水防技術講習会、関係機関や住民等が
連携した実践的な総合水防訓練

H28年～
定期的に

実施
○ ○ ○ ○ ○ ● ○

　

国から県に配信している画像を市町へ配信

水防演習
5/28天神川総合水防演習

9/11水防技術講習会

4/23水防技術講習会

排水作業準備計画検討

合同点検
合同点検

合同点検

8/31湯梨浜町で合同点検実施

9/26三朝町で合同点検実施

10/16倉吉市で

合同点検実施

集計・確認・周知 集計・確認・周知

集計・確認・周知

訓練 訓練 訓練 訓練

排水活動に資する施設の整備

水防活動の参画を促すための広報の進め方について検討

多機関連携型タイムラインの中で検討

東新田場悪水樋管

整備 順次整備

消防団の

水防訓練（倉吉市）

市町との

事業調整会議

情報提供

県・市町と共有

合同点検

集計・確認・周知

9/2北栄町総合防災訓練

10/21湯梨浜町総合防災練

水防技術

講習会

情報提供

3/18倉吉市で合同点検実施

5/29三朝町で合同点検実施

4/25湯梨浜町で合同点検実施

4/6北栄町で合同点検実施

水防月間水防月間 水防月間

水防月間 水防月間

上福田３号排水樋門

7/23
功労者表彰

7/21
功労者表彰

7/20
功労者表彰

市町との事業調整会議

情報提供

市町との

事業調整会議

訓練 訓練 訓練 訓練訓練

情報提供

市町との

事業調整会議

情報提供

市町との

事業調整会議

情報提供

市町との

事業調整会

情報提供

市町との

事業調整会

情報提供

市町との

事業調整会

水防演習

合同点検

集計・確認・周知

水防月間
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